
四
一

定
火
消
役
旗
本
家
の
天
保
一
五
年
歳
出
予
算
史
料
に
つ
い
て

―
津
田
秀
夫
文
庫
古
文
書
よ
り
―

中
　
田
　
佳
　
子

は
じ
め
に

　

関
西
大
学
博
物
館
古
文
書
室
所
蔵
の
津
田
秀
夫
文
庫
古
文
書
は
、
そ
の
大
半
が
農

村
や
在
郷
町
で
江
戸
時
代
中
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
地じ

方か
た

文
書
で
あ
る
。

摂
河
泉
を
中
心
に
集
め
ら
れ
、
丹
波
・
大
和
な
ど
近
隣
の
国
々
に
加
え
て
、
関
東
の

も
の
も
含
ん
で
い
る
。
地
方
文
書
以
外
で
は
、
松
代
藩
真
田
家
・
旗
本
浅
野
隼
人
家

が
そ
れ
ぞ
れ
大
坂
に
設
け
た
御
用
場
と
、
後
者
の
若
狭
野
陣
屋
に
関
す
る
文
書
、
輸

入
品
取
引
や
役
人
の
動
向
な
ど
を
示
す
長
崎
会
所
文
書
が
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
純
然
た
る
武
家
文
書
は
少
数
で
あ
る
。
室
町
将
軍
家
御
教
書
を
は
じ

め
中
世
か
ら
近
世
初
頭
の
も
の
が
数
点
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
古
文
書
学
的
な
興

味
で
収
集
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
近
世
の
武
家
文
書
が
少
な
い
の
は
、
民
衆
に
主
眼

を
置
い
た
社
会
経
済
史
・
教
育
史
を
主
軸
と
し
た
津
田
秀
夫
氏
の
学
問
的
方
向
性
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
史
料
は
、
そ
の
近
世
武
家
文
書
の
一
つ
で
、
天
保
一
五
年
（
＝

弘
化
元
、
一
八
四
四
）
一
月
付
、
幕
府
の
定
火
消
役
に
就
い
て
い
た
一
旗
本
家
の
歳

出
予
算
書
で
あ
る①
。
江
戸
屋
敷
で
管
理
し
て
い
た
家
政
・
財
政
の
一
端
が
わ
か
る
も

の
と
し
て
、
興
味
深
い
。
冊
子
の
表
書
は
「
定
火
消
御
役
壱
ケ
年
御
入
用
高
・
御
暮

方
壱
ケ
年
御
入
用
高
・
御
貸
附
金
壱
ケ
年
御
上
納
高
取
調
帳
」
で
、
縦
二
七
・
五
セ

ン
チ
、
横
一
九
・
七
セ
ン
チ
、
表
紙
と
一
八
丁
の
本
文
よ
り
な
る
。

　

本
文
書
の
出
所
や
入
手
経
路
は
わ
か
ら
ず
、
当
主
や
作
成
者
の
名
前
も
記
さ
れ
て

い
な
い
。
だ
が
、
年
号
と
役
職
が
明
ら
か
な
た
め
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
旗
本
「
仙

石
弥
三
郎
氏
祗
」
に
つ
い
て
の
文
書
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

一　

史
料
の
翻
刻

　

津
田
秀
夫
文
庫
中
に
は
、
同
氏
が
こ
の
史
料
を
一
部
解
読
し
た
原
稿
用
紙
三
枚
が

残
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
分
だ
け
で
あ
る
が
、
大
名
や
幕
臣
が
経
済
的
に
窮
乏
す
る

天
保
期
の
史
料
と
し
て
、
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

史
料
は
、〔
Ａ
〕
定
火
消
役
入
用
高
、〔
Ｂ
〕
暮
し
方
入
用
高
、〔
Ｃ
〕
貸
付
金
上
納

高
の
三
部
に
分
け
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
書
き
で
金
高
と
使
途
を
列

挙
し
て
い
る
の
で
、
史
料
の
翻
刻
に
当
っ
て
は
一
つ
書
き
の
上
に
通
し
番
号
を
付
け
、

本
稿
中
の
説
明
と
対
応
さ
せ
た
（
番
号
は
〔　

〕
で
示
す
）。



四
二

（
表
紙
）

　
　

天
保
十
五
辰
年

定
火
消
御
役
壱
ケ
年
御
入
用
高

御
暮
方
壱
ケ
年
御
入
用
高　
　

取
調
帳

御
貸
附
金
壱
ケ
年
御
上
納
高

　
　
正
月

〔Ａ〕

当
御
役
壱
ケ
年
御
入
用
高
凡
取
調

　

一

一
、
金
百
四
拾
九
両

御
役
場
中
間
七
拾
弐
人
給
金
、
壱
ケ

年
壱
人
ニ
付
弐
両
ト
四
匁
壱
分
六
厘

六
毛
ツ
ヽ
、
越
前
屋
勘
兵
衛
渡
し

　

内
訳

九
拾
六
両

三
月
渡

弐
拾
両

九
月
渡

三
拾
三
両

十
二
月
渡

〆

　

二

一
、�

金
三
拾
八
両�

銀
七
匁
弐
分

右
御
役
場
中
間
月
渡
物
、
同
人
渡
し
、

壱
ケ
月
三
両
弐
朱
ト
三
匁
壱
分

　

訳
壱　

両

纏
持
月
並

拾
七
匁
七
分
八
厘

三
部
屋
油
代
、
注
進
番
共

弐
匁
六
分
六
厘

注
進
番
ら
う
そ
く
代

〆

　

三

一
、�

金
三
両
壱
分�

銭
六
百
七
拾
四
文

御
門
番
弐
人
、
注
進
番
、
御
茶
・
弁

当
持
、
御
用
箱
持
、
月
並
皆
勤
、
塩

噌
代
共
、
壱
ケ
月
弐
貫
九
百
文

　

訳
四
百
文

御
門
番
弐
人
塩
噌
代

三
百
文

右
同
人
皆
勤
代

四
百
文

同
所
水
油
代

四
百
文

同
所
た
と
ん
代

弐
百
文

御
櫓
掃
除
代
、
注
進
番
被
下

弐
百
文

御
茶
・
弁
当
持
江
被
下

弐
百
文

い
な
り
社
神
酒
代

六
百
文

注
進
番
筆
墨
代

弐
百
文

御
用
箱
持
江
被
下

〆

　

四

一
、
金
三
両

御
役
中
間
扶
持
米
御
蔵
前
江
引
料
被

下
、
越
前
屋
勘
兵
衛
渡

　

五

一
、
金
六
両
弐
分

請
負
人
・
部
屋
頭
、
其
外
共
、
被
下

御
褒
美
金
二
季
之
分

　

訳
壱　

分

請
負
人
江
被
下

三　

分

部
屋
頭
三
人
江
被
下

壱　

分

役
割
四
人
江
被
下

三　

分

纏
持
五
人
江
被
下

壱　

分

鍵
持
十
人
江
被
下



四
三

弐　

分

階
子
持
江
被
下

壱　

分

注
進
番
江
被
下

〆
壱
季
分

　

六

一
、
金
拾
三
両

御
役
中
間
服
薬
代
、
二
季
ニ
被
下
、

越
前
や
勘
兵
衛
渡
シ

　

訳
五　

両

七
月
渡

八　

両

十
二
月
渡

〆

　

七

一
、
金
弐
分

正
月
御
初
出
ニ
付
御
祝
儀
、
越
前

や
勘
兵
衛
江
被
下

　

八

一
、�

金
弐
両�

銀
七
匁

暮
餅
米
代
、
舂
賃
共
、
同
人
渡

　

九

一
、
銀
百
四
拾
四
匁

膳
椀
・
敷
物
料
、
右
同
人
渡

一
〇

一
、
金
六
両

御
門
番
足
軽
弐
人
給
金
壱
ケ
年
分
、

右
同
人
渡
シ

　

訳
三
両
弐
分

三
月
渡

壱
両
壱
分

九
月
渡

壱
両
壱
分

十
二
月
渡

〆

一
一

一
、
金
七
拾
弐
両

御
馬
三
疋
飼
料

但
、
壱
ケ
月
六
両
宛
渡
、
一
式

一
二

一
、
金
拾
六
両

御
厩
中
間
五
人
壱
ケ
年
給
金
、
御
口

之
も
の
三
両
弐
分
宛
、
外
三
両
と
も
、

橋
本
や
伊
右
衛
門
渡
シ

　

訳
八　

両

二
月
取
替
渡

四　

両

九
月
渡

四　

両

十
二
月
渡

〆

一
三

一
、
金
三
両

右
中
間
五
人
、
月
並
塩
噌
壱
ケ
月
拾

五
匁
、
壱
人
ニ
付
三
匁
宛

一
四

一
、�

金
八
両
三
分�

銀
三
匁

御
役
場
江
罷
出
候
者
廿
弐
人
分
足
袋

代
、
壱
人
ニ
付
壱
ケ
月
弐
匁
宛
、
壱

ケ
月
四
拾
四
匁
宛
、
壱
ケ
年
分
〆
高
、

但
、
是
迠
者
三
百
文
宛

一
五

一
、�

金
弐
両
壱
分
弐
朱�

銭
六
百
六
拾
文

御
役
場
江
罷
出
候
押
壱
人
、
御
口
之
も

の
弐
人
、
頭
中
口
取
弐
人
、
御
道
具
持

壱
人
、御
艸
り
取
壱
人
、御
鍵
持
壱
人
、

〆
九
人
分
足
袋
代
、
壱
人
ニ
付
百
四
拾

八
文
ツ
ヽ
、
壱
ケ
年
〆
高
、
壱
ケ
月
壱

貫
三
百
四
拾
八
文

一
六

一
、
金
三
拾
両

御
役
場
中
間
木
綿
法
皮（
被
）、

其
外
股
引
、

毎
暮
壱
度
ツ
ヽ
新
キ
出
来
、
越
後
や

仁
兵
衛
払
之
分

一
七

一
、
金
拾
九
両
弐
分

内
騎
馬
、
御
役
場
目
付
・
御
馬
廻
・

御
徒
士
踏
込
、
其
外
木
綿
法
皮
、
新

規
同
断
、
積
御
切
〆
中
勘
弁
見
計
、

洗
張
御
入
用
相
減
候
事

一
八

一
、
金
拾
九
両

右
同
断
、
革
類
修
復
料
、
毎
暮
壱
度

ツ
ヽ
、
積
是
又
同
断
、
可
成
丈
御
入

用
相
減
し
候
事

一
九

一
、
金
三
両
三
分
弐
朱

御
役
頼
、
御
右
筆
様
・
御
勘
定
様
并

御
坊
主
・
御
納
戸
同
心
・
御
玄
関
番
・

御
金
同
心
・
御
中
之
口
番
、
其
外
共
、

盆
暮
ニ
御
仕
向
、
御
目
録
一
式



四
四

二
〇

一
、�

金
弐
拾
壱
両
三
分�

銀
拾
三
匁

御
預
り
御
組
江
中
元
ニ
付
、
被
下
御

目
六
之
分
、
左
之
通

　

訳
弐　

分

破
損
掛
与
力
壱
人

三　

分

同
断
懸
り
同
心
弐
人

三　

分

取
締
与
力
壱
人

壱　

両

同
断
同
心
弐
人

壱　

両

同
心
組
頭
弐
人

六
両
弐
分

惣
同
心
三
拾
人
弁
当
料
、
半

年
分

壱
両
弐
分

同
心
小
屋
頭
四
人

壱
両
壱
分

御
組
屋
敷
門
番
人
給
金

弐　

分

右
同
所
畳
代
・
水
油
代

弐
両
壱
分
弐
朱

与
力
六
人
挑
灯
并
附
出
し
ら

う
そ
く
之
代

弐
両
弐
分

同
六
人
弁
当
料
、
半
年
分

壱
両
三
分
弐
朱

同
六
人
同
断
馬
飼
料
、
半
年

分

弐　

分

同
心
見
習
壱
人
手
当

拾
三
匁

同
弁
当
料
、
半
年
分

三　

分

組
使
同
心
弁
当
料
、
半
年
分

〆

二
一

一
、�

金
三
拾
両
壱
分
三
朱�

銀
百
八
匁
六
分

御
預
り
御
組
江
歳
暮
被
下

　

訳
弐
両
弐
分

与
力
六
人
江
歳
暮
御
贈
物

弐　

分

右
同
人
江
塩
引
料

弐　

分

破
損
掛
与
力
壱
人
江

三　

分

同
断
同
心
弐
人
江

三　

分

取
締
与
力
壱
人
江

壱　

両

同
断
同
心
弐
人
江

三　

分

同
心
組
頭
弐
人
江
歳
暮
被
下

壱　

両

同
組
頭
弐
人
役
金

壱
両
弐
分

同
小
屋
頭
四
人
役
金

四
拾
目

小
屋
頭
四
人
江
被
下

壱
両
弐
分

惣
同
心
炭
料

弐　

分

同
書
役
弐
人
江

弐
両
壱
分
弐
朱

与
力
六
人
挑
灯
并
附
出
し
ら

う
そ
く
之
代

壱
両
壱
分

同
断
六
人
弁
当
料

壱
両
三
分
弐
朱

同
六
人
馬
飼
葉
料

六
両
弐
分

惣
同
心
三
拾
人
弁
当
料

壱
両
壱
分

御
組
門
番
人
給
金

弐　

分

同
所
畳
代
・
水
油
代

拾
九
匁
六
分

同
人
法
皮
・
股
引
料

三
拾
六
匁

与
力
鳶
口
料

弐
両
弐
分

惣
同
心
鳶
口
料

弐　

分

見
習
同
心
壱
人
手
当

拾
三
匁

右
同
人
弁
当
料

壱　

朱

炭　

料

弐
分
弐
朱

出
馬
之
節
、
早
駆
之
者
五
人

ま
て



四
五

但
、
格
別
出
精
之
者
有
之
候
得
者
、
毎
暮
御
寄
合
之
節
相
談
之

上
、
別
段
御
褒
美
被
下
候
事

三　

分

組
使
同
心
弁
当
料
、
半
年
分

〆

二
二

一
、
金
弐
分

御
預
り
御
武
器
類
風
入
之
節
、
組
役

之
同
心
惣
中
江
素
麺
料
被
下

二
三

一
、�

金
壱
両
壱
分�

銀
弐
匁

毎
年
御
櫓
刻
番
御
や
く
ら
着
之
定
代

二
四

一
、
金
壱
分

御
組
屋
敷
い
な
り
社
初
午
之
節
、
御

初
穂
料

二
五

一
、�

金
壱
両
三
分�

銭
六
百
廿
四
文

御
組
鉄
炮
稽
古
場
、
角
場
守
給
金
壱

ケ
年
分
、
壱
ケ
月
壱
貫
文
宛
被
下

二
六

一
、
金
四
両

毎
年
四
月
朔
日
ゟ
七
月
晦
日
迠
御
組

鉄
炮
稽
古
中
、
角
場
入
用
炭
・
茶
、

其
外
共
見
込

二
七

一
、
金
五
両

右
同
断
鉄
炮
稽
古
始
り
候
節
、
角
場

小
屋
取
建
入
用
、
其
外
破
損
所
取
繕
、

并
鉄
炮
相
仕
舞
跡
片
付
共
、
一
式
見

込

二
八

一
、
金
五
両

御
組
与
力
・
同
心
衆
鉄
炮
稽
古

殿
様
御
見
分
之
節
、
被
下
御
褒
美
、

百
目
筒
抱
打
共
、
同
断

二
九

一
、
金
拾
弐
両

御
出
馬
之
節
ら
う
そ
く
代
、
壱
ケ
年

見
込
、
壱
ケ
月
壱
両
ツ
ヽ

三
〇

一
、�

金
壱
両
弐
分
弐
朱�

銀
三
匁
三
分

御
出
馬
壱
ケ
月
七
度
、
弁
当
入
用
、

真
木
壱
度
ニ
四
把
、
合
弐
拾
八
束
、

壱
ケ
年
三
百
三
十
六
束
代

三
一

一
、�

金
六
両
三
分�

銭
五
百
廿
四
文

出
火
之
節
、
壱
ケ
月
七
度
、
弁
当
・

さ
ゐ
代
、
壱
ケ
年
見
込
、
壱
度
七
百

四
十
八
文
之
積
り

三
二

一
、
金
壱
両
三
分

御
同
役
様
方
御
落
合
・
御
寄
合
之
節
、

炭
代
其
外
、
壱
ケ
年
見
込
三
十
五
俵

代
、
壱
俵
ニ
付
三
匁
宛
之
積
り

三
三

一
、�

金
壱
両
三
分
弐
朱�

銭
八
百
八
文

右
同
断
之
節
、
御
入
用
御
茶
・
香
せ

ん
、
御
供
方
茶
代
共
見
込

　

訳
七
拾
七（
弐
）匁

御
宛
茶
十
弐
斤
之
代
、
壱
斤

ニ
付
六
匁
ツ
ヽ

三
拾
六
匁

御
供
方
茶
十
二
斤
之
代
、
壱

斤
ニ
付
三
匁
ツ
ヽ

壱
貫
弐
百
文

香
せ
ん
之
代
、
壱
ケ
月
百
文

位

〆

三
四

一
、
金
拾
両

壱
ケ
年
諸
紙
御
入
用
見
込
、
壱
ケ
月

三
分
ツ
ヽ
、
御
月
番
者
壱
両
之
積
り

三
五

一
、
金
五
拾
両

御
役
場
御
入
用
一
式
、
御
道
具
、
挑

灯
張
替
、
御
馬
具
御
修
復
、
り
ん
じ

御
手
合
之
節
、
御
褒
美
被
下
、
其
外

稽
古
事
等
ニ
而
申
立
臨
時
も
の
一
式
、

見
込
之
積
り

三
六

一
、
金
六
両

御
役
扶
持
差
料
、
御
蔵
宿
坂
倉
屋
次

郎
左
衛
門
払
、
但
、
壱
ケ
月
金
弐
分

ツ
ヽ

三
七

一
、�

金
百
五
拾
五
両�

銀
三
拾
壱
匁
弐
分

御
役
中
間
并
御
門
番
、
部
屋
頭
加
扶

持
、
注
進
番
夜
扶
持
、
請
負
人
扶
持

米
共
、
壱
ケ
月
七
拾
八
人
扶
持
、
壱

ケ
年
此
石
百
五
拾
五
石
五
斗
弐
升
、

但
、
両
ニ
壱
石
直

金
七
百
拾
両
弐
分
三
朱

Ａ
計
①

　

〆
銀
三
百
拾
九
匁
三
分

　

此
金
五
両
壱
分
ト
銭
四
百
六
拾
五
文



四
六

銭
三
貫
弐
百
九
拾
四
文

　

此
金
弐
分
ト
銭
四
拾
六
文

Ａ
計
②

　

合
金
七
百
拾
六
両
壱
分
三
朱
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　

銭
五
百
拾
五
文

但
、
両
ニ�

銀
六
十
匁�

銭
六
貫
五
百
文

Ａ
奥
書

右
者
定
御
火
消
御
役
諸
御
入
用
、
格
外
御
省
略
御
取
締
之
上
、
壱
ケ
年
凡
積

を
以
荒
増
之
御
勘
定
、
前
書
之
通
相
違
無
之
候

〔Ｂ〕

当
辰
従
正
月
来
ル
午
ノ
十
二
月
迠
三
ケ
年
之
間
、
御
切
〆
御
年
限
中

御
暮
方
御
入
用
高
凡
取
調
、
左
之
通

三
八

一
、
金
三
拾
四
両

殿
様
御
服
料
、
月
々
三
分
ツ
ヽ
上
納
、

残
金
八
両
ト
銀
弐
拾
匁
ツ
ヽ
三
季
上

納

三
九

一
、
金
八
両

若
殿
様
同
断
、
月
々
壱
分
ツ
ヽ
上
納
、

残
金
壱
両
三
分
・
拾
匁
、
三
季
上
納

四
〇

一
、
金
拾
三
両
弐
分

御
前
様
同
断
、
月
々
壱
分
弐
朱
宛
上

納
、
残
り
九
両
者
三
季
ニ
三
両
ツ
ヽ

上
納

四
一

一
、
金
拾
五
両

奥
方
様
同
断
、
月
々
弐
分
ツ
ヽ
上
納

四
二

一
、
金
八
両

銓
五
郎
様
同
断
、
月
々
壱
分
弐
朱
ツ

ヽ
上
納
、
残
壱
両
三
分
・
拾
匁
ツ
ヽ

三
季
上
納

四
三

一
、
金
拾
五
両

清
三
郎
様
同
断
、
月
々
三
分
宛
上
納
、

残
り
弐
両
ツ
ヽ
三
季
ニ
上
納

四
四

一
、
金
五
両
壱
分

於
昌
様
同
断
、
月
々
弐
朱
ツ
ヽ
上
納
、

残
壱
両
壱
分
ツ
ヽ
三
季
上
納

四
五

一
、
金
弐
両

雄
之
助
様
同
断
、
弐
季
ニ
壱
両
宛
上

納

四
六

一
、
金
六
両

於
千
賀
様
同
断
、
月
々
壱
分
宛
上
納
、

残
り
三
季
壱
両
ツ
ヽ
上
納

四
七

一
、
金
五
両

於
繁
様
同
断
、
月
々
壱
分
宛
上
納
、

残
り
弐
両
弐
分
、
二
季
ニ
上
納

四
八

一
、
金
弐
拾
七
両

御
手
元
御
入
用
一
式
、
月
々
弐
両
壱

分
ツ
ヽ
上
納

四
九

一
、
金
弐
拾
四
両

上
々
様
方
御
朝
夕
御
定
飯
料

五
〇

一
、
金
百
五
拾
壱
両
弐
分

御
家
中
惣
御
渡
し
方

五
一

一
、
金
七
拾
七
両
壱
分

御
足
軽
押
・
御
手
廻
・
御
中
間
、
壱

ケ
年
抱
御
給
金
、
越
中
や
和
助
渡
シ

　

訳
三
両
弐
分

役
割
中
間
壱
人

三　

両

押
壱
人

三
両
弐
分

中
番
壱
人

三　

両

同
壱
人

拾
九
両
壱
分

御
手
廻
七
人
、
弐
両
三
分
ツ
ヽ

四
拾
五
両

御
中
間
拾
八
人
、
弐
両
弐
分

ツ
ヽ

〆

五
二

一
、
金
六
両
壱
分

御
手
廻
鉄
五
郎
壱
ケ
年
給
金
、
む
さ

し
や
勘
蔵
渡

五
三

一
、
金
五
両
弐
分

御
国
人
新
造
・
藤
助
両
人
壱
ケ
年
給

金
、
弐
両
三
分
ツ
ヽ

五
四

一
、�

金
七
両
弐
分�

銭
弐
百
三
拾
弐
文

木
挽
町
御
屋
敷
御
組
合
辻
番
所
、
番

人
給
金
御
割
合



四
七

五
五

一
、�

金
壱
両
壱
分
三
朱�

銭
百
八
拾
文

目
白
台
御
下
屋
敷
、
右
同
断

五
六

一
、
金
弐
拾
両
弐
分

奥
女
中
給
金
、
お
ま
す
分
共

五
七

一
、
金
三
両
壱
分
弐
朱

寺
院
御
附
届
、
御
初
穂
料
共
、
壱
ケ

年
分

　

訳
弐　

両

養
源
寺
盆
暮
御
供
米
料

壱　

分

天
現
寺
御
初
穂

壱　

分

初
午
ニ
付
い
な
り
社
御
初
穂

壱　

分

日
光
山
御
初
穂

壱　

分

い
せ
御
初
穂

弐　

朱

山
王
同
断

壱　

分

高
野
山
同
断

〆

五
八

一
、
金
拾
五
両

諸
向
御
頼
之
分
、
盆
暮
御
附
届

五
九

一
、
金
四
両
壱
分

年
始
・
八
朔
御
献
上
御
馬
代
銀
并
目

録
、
両　

御
丸
共
、
紙
其
外
と
も
代

六
〇

一
、
金
壱
両
弐
分

寛
秀
僧
江
御
合
力
被
下
金

六
一

一
、
金
三
両

玉
川
上
水
御
割
合
御
出
銀（
金
）

六
二

一
、
金
弐
拾
両

御
供
廻
り
木
綿
・
麻
看
板
物
、
帯
・

合
羽
と
も
、
御
徒
羽
織
・
合
羽
、
下

供
法
皮
、
押
袴
、
其
外
一
式
、
壱
ケ

年
者
洗
張
、
壱
ケ
年
夏
冬
之
内
、
新

キ
之
見
込
、
桐
油
迠

六
三

一
、
金
五
両

御
鎗
・
御
長
柄
傘
・
合
羽
籠
・
沓
籠
・

弁
当
箱
・
御
手
傘
・
御
下
駄
・
御
挟�

箱
御
修
復
代
、
其
外
見
込

六
四

一
、
金
七
両

御
医
師
方
御
仕
向
見
込

六
五

一
、
金
六
両
壱
分

壱
ケ
年
御
定
用
物
見
込

　

訳
壱　

分

御
雛
御
入
用

壱　

分

御
幟
御
入
用

壱　

分

七
夕
御
入
用

弐　

分

盆
中
御
入
用

壱
分
弐
朱

御
煤
納
御
入
用

弐　

分

御
餅
搗
御
入
用

弐
分
弐
朱

も
ち
搗
ち
ん
せ
ん

弐　

両

正
月
御
規
式
御
入
用
、
并
市

買
も
の
と
も

壱
両
弐
分

両
御
屋
敷
松
飾
り
一
式
御

入
用
、
当
年
ゟ
御
本
屋
敷
ハ

御
門
弐
ケ
所
斗
、
い
な
り
社

江
小
松

〆

六
六

一
、
金
壱
両
弐
分

定
飛
脚
賃
銭
、
い
つ
ミ
や
甚
兵
衛
払

見
込

六
七

一
、
金
拾
五
両

両
御
屋
敷
御
作
事
、
其
外
屋
根
并
御

畳
共
一
式
見
込
、
御
年
限
中
、
雨
漏

斗
御
修
復
之
積
り

六
八

一
、
金
三
両

上
々
様
方
御
稽
古
御
入
用
見
込

六
九

一
、
金
壱
両
弐
分

奥
わ
た
し
定
式
紙
・
茶
代
、
月
弐
朱

ツ
ヽ

七
〇

一
、�

金
三
両
弐
分�

銭
百
四
拾
八
文

奥
定
式
水
油
代
五
升
之
代
、
尤
月
々

五
升
ツ
ヽ

七
一

一
、�
金
弐
両
三
分
弐
朱�

銭
弐
百
六
拾
文

諸
向
渡
水
油
代
、
壱
ケ
月
壱
貫
五
百

七
十
六
文
ツ
ヽ



四
八

七
二

一
、�

金
弐
両
三
分�

銭
五
百
廿
四
文

御
用
部
屋
・
御
広
間
・
下
役
所
・
御

次
渡
水
油
、
壱
ケ
月
弐
朱
ト
六
百
三

十
弐
文
積
り

七
三

一
、�

金
弐
両
弐
分�

銭
弐
百
四
拾
八
文

右
同
所
炭
代
十
月
ゟ
三
月
迠
、
壱
ケ

月
弐
貫
七
百
四
十
八
文
ツ
ヽ
、
い
さ

ゐ
ハ
月
わ
た
し
帳
面
ニ
有
之

七
四

一
、
金
拾
弐
両

大
中
小
ら
う
そ
く
代
見
込
、
壱
ケ
月

壱
両
之
積
り

七
五

一
、�

金
三
両
壱
分�

銭
百
七
拾
弐
文

御
徒
目
付
弐
人
、
御
徒
三
人
、
御
手

廻
り
壱
人
、
〆
六
人
塩
味
代
、
壱
人

ニ
付
三
百
文
積
り

七
六

一
、�

金
拾
壱
両
三
分�

銭
四
百
廿
四
文

惣
御
中
間
三
十
弐
人
、
塩
味
・
皆
勤

之
代
、
壱
ケ
月
六
貫
弐
百
文
積
り

七
七

一
、�

金
弐
両
三
分�

銭
六
百
廿
四
文

奥
女
中
茶
代
、
壱
ケ
月
壱
貫
百
四
十

八
文
ツ
ヽ
積
り

七
八

一
、
金
弐
拾
四
両

諸
向
申
上
、
其
外
小
買
物
一
式
見
込

七
九

一
、
金
壱
両
弐
分

夜
番
月
次
、
壱
ケ
月
弐
朱
宛

八
〇

一
、
金
四
両
弐
分

水
汲
三
人
、
壱
ケ
月
壱
分
弐
朱
渡

八
一

一
、
金
拾
弐
両

定
式
薪
代
、
壱
ケ
月
壱
両
積
り

八
二

一
、
金
拾
八
両

奥
定
式
炭
代
、
壱
ケ
月
壱
両
弐
分
積

り

八
三

一
、
金
弐
両
壱
分

御
祐
筆
弐
人
、
筆
墨
代
、
壱
人
者
弐

朱
、
壱
人
者
壱
朱
宛
被
下

八
四

一
、�

金
壱
両�

銭
七
百
文

奥
小
遣
・
御
中
間
・
役
割
、
壱
ケ
月

三
百
文
別
段
被
下

八
五

一
、�

金
弐
朱�

銭
六
百
八
拾
四
文

御
本
屋
鋪
御
門
炭
代
、
壱
ケ
月
弐
百

四
十
八
文
ツ
ヽ
、
十
月
ゟ
三
月
迠
半

年
分

八
六

一
、�

金
弐
朱�

銭
百
八
拾
四
文

当
御
屋
敷
夜
番
・
棟
番
竹
ほ
う
き
之

代
、
壱
ケ
月
八
拾
文
ツ
ヽ

八
七

一
、�

金
弐
分�

銭
弐
百
四
拾
八
文

御
用
部
屋
・
御
広
間
・
御
次
・
下
役

所
、
四
月
ゟ
九
月
迠
た
と
ん
代
、
壱

ケ
月
五
百
文
之
積
り

八
八

一
、
銭
七
百
四
拾
八
文

御
本
屋
敷
御
門
た
と
ん
、
壱
ケ
月
百

廿
四
文
ツ
ヽ

八
九

一
、
銭
六
百
文

右
同
所
竹
ほ
う
き
の
代
、
壱
ケ
月
四

十
八
文
ツ
ヽ

九
〇

一
、
金
拾
弐
両

雄
之
助
様
江
御
合
力
、
并
ま
す
江
被

下
共
、
壱
ケ
月
壱
両
ツ
ヽ

九
一

一
、
金
三
両

於
繁
様
江
御
附
女
中
壱
人
給
金

九
二

一
、
金
六
両

御
家
中
弐
季
御
褒
美
被
下
置
候
見
込

九
三

一
、
金
三
百
六
拾
両

御
膳
米
并
御
家
中
御
扶
持
米
、
奥
女

中
扶
持
米
、
其
外
御
中
間
わ
た
し
米

と
も
、
壱
ケ
年
御
入
用
米
高
三
百
六

拾
石
之
見
込
、
但
、
両
ニ
壱
石
替
之

積
り

九
四

一
、
金
弐
拾
両

壱
ケ
年
り
ん
じ
御
入
用
見
込

Ｂ
計
①

　

〆
金
千
弐
拾
五
両
壱
分
三
朱

銭
六
貫
文

　

此
金
三
分
弐
朱
ト
銭
三
百
拾
弐
文

Ｂ
計
②

　

合
金
千
弐
拾
六
両
壱
分
壱
朱
ト

　
　
　
　
　
　
　
　

銭
三
百
拾
弐
文

Ｂ
奥
書

右
者　

上
々
様
方
并
御
家
中
渡
惣
御
暮
御
入
用
高
、
此
度　

公
儀
被　

仰
出

も
有
之
、
殊
ニ
累
年
御
不
足
勝
、
近
年
打
続
臨
時
御
物
入
多
、
不
一
ト
通
御

難
渋
之
御
場
合
、
御
勤
続
之
儀
深　

御
心
痛
被
遊
候
ニ
付
、
毎
夜　

御
自
身

与
御
差
図
有
之
、
御
暮
方
御
減
被　

仰
付
候
ニ
付
、
凡
壱
ケ
年
御
暮
積
勘
定

仕
立
、
差
出
申
処
無
相
違
、
尤
年
分
ニ
寄
、
増
減
有
之
候
事

（
ゟ
カ
）



四
九

〔Ｃ〕
①

馬
喰
町
御
貸
附
金
・
駿
府
御
貸
附
金
・
日
光
山
同
断

九
五

一
、
金
五
拾
両

暮
納
、
馬
喰
町
御
貸
附
所
納

九
六

一
、
金
弐
拾
五
両

駿
府
御
貸
附
上
納

九
七

一
、
金
七
両
弐
分

日
光
山
御
貸
附
上
納

　
　

〆
金
八
拾
弐
両
弐
分

〔Ｃ〕
②

芝
山
内
諸
口
御
貸
附
金

九
八

一
、
金
百
弐
拾
七
両

元
金
弐
百
両
、
新
規
御
貸
附
金
之
口

元
金
弐
百
両
、
鑑
蓮
社
御
貸
附
金
之
口

元
金
百
五
拾
両
、
田
安
御
殿
御
寄
附
金

元
金
五
拾
両
、
小
石
川
御
屋
形
御
寄
附
金

元
金
五
拾
両
、
御
霊
屋
金
年
番
金

元
金
五
拾
両
、
小
石
川
御
屋
形
御
寄
附
金

　
　
　

元

　
　
　
　

〆
七
百
両　
　

�

七
ケ
月
書
替
、
壱
ケ
年
利
金
百
弐
両
、
外
ニ
是
金

利
拾
五
両
、
十
ケ
月
毎
ニ
拾
両
、
無
尽
懸
金
共

九
九

一
、
金
六
拾
両

御
当
借
口
々
金
六
百
両
、
年
賦
・
利

金
共
、
壱
ケ
年
分

Ｃ
計

　

合
金
弐
百
六
拾
九
両
弐
分

Ｃ
奥
書

右
者
馬
喰
町
御
役
所
・
駿
府
御
役
所
・
日
光
御
役
所
、
并
芝
山
内
御
貸
附
金
、

其
外
御
当
借
口
々
年
賦
・
利
金
之
分
也

〔Ｄ〕

三
口

　

合
金
弐
千
拾
弐
両
壱
分
ト

　
　
　
　
　
　
　
　

銭
八
百
廿
七
文

二　

史
料
の
当
事
者
と
定
火
消

　

江
戸
の
消
防
制
度
は
、
大
名
や
旗
本
が
担
う
武
家
火
消
と
、
享
保
三
年
（
一
七
一

八
）
創
設
の
町
火
消
（
後
の
「
い
ろ
は
四
十
七
組
」）
に
分
け
ら
れ
る
。
武
家
火
消
に

は
、
江
戸
城
お
よ
び
幕
府
の
重
要
施
設
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
在
府
大
名
の
課
役

と
し
た
所
々
火
消
・
方
角
火
消
や
、
旗
本
が
就
任
す
る
定
火
消
、
ま
た
、
居
住
地
近

隣
の
初
期
消
火
を
担
う
大
名
の
各
自
火
消
、
旗
本
の
火
消
組
合
な
ど
が
あ
る②
。

　

こ
の
う
ち
定
火
消
は
、
知
行
高
四
〇
〇
〇
石
以
上
の
大
身
旗
本③
が
勤
め
る
幕
府
の

役
職
で
あ
る
。
江
戸
の
大
半
が
焼
亡
し
た
明
暦
大
火
の
翌
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）

九
月
八
日
、
幕
府
は
四
名
の
「
定
火
之
番
」
を
任
命
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
三
〇
〇
人
扶

持
を
与
え
、
与
力
六
騎
・
同
心
三
〇
人
を
付
け
た
の
が
、
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
。
以

後
、
定
火
消
は
漸
次
組
数
を
増
や
し
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
は
一
五
組
と
な

っ
て
最
盛
期
を
迎
え
た
。
だ
が
、
幕
府
財
政
へ
の
圧
迫
な
ど
で
、
宝
永
元
年
（
一
七

〇
四
）
に
は
一
〇
組
に
削
減
さ
れ
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
以
降
さ
ら
に
縮
小
さ

れ
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
十
人
火
消
」
の
時
代
が
長
く
続
い
た
。

　

本
史
料
が
作
成
さ
れ
た
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
に
は
、
江
戸
城
を
取
り
巻
く

一
〇
か
所
（
八
代
洲
河
岸
・
小
川
町
・
市
谷
左
内
坂
・
駿
河
台
・
溜
池
之
端
・
御
茶

之
水
・
飯
田
町
・
四
谷
門
内
・
赤
坂
門
外
・
半
蔵
門
外
）
に
役
屋
敷
（
火
消
屋
敷
）

が
置
か
れ
て
い
て
、
定
火
消
役
一
〇
名
（
鉄
炮
組
七
名
・
弓
組
三
名
）
は
任
期
中
、

そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
役
屋
敷
に
常
住
し
て
い
た
。

　

史
料
の
当
事
者
で
あ
る
定
火
消
に
つ
い
て
は
、〔
Ｂ
〕
の
〔
五
四
〕
に
本
来
の
屋
敷

と
し
て
「
木
挽
町
御
屋
敷
」
が
見
え
る
。
そ
こ
で
、
天
保
一
四
・
一
五
年
の
武
鑑④
を

調
べ
る
と
、
四
谷
門
内
の
火
消
組
を
預
る
「
仙
石
弥
三
郎
」
が
木
挽
町
六
丁
目
に
屋



五
〇

敷
を
構
え
て
お
り
、
こ
の
人
物
に
該
当
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
仙
石
弥
三
郎
の
諱

は
氏
祗
で
、
前
年
の
天
保
一
四
年
二
月
一
日
に
中
川
番
よ
り
定
火
消
に
転
任
、
嘉
永

七
年
（
一
八
五
四
）
一
月
二
二
日
に
小
普
請
組
支
配
と
な
り
、
通
称
の
弥
三
郎
を
右

近
に
替
え
て
い
る⑤
。
定
火
消
の
在
任
期
間
は
一
一
年
に
及
ぶ
。

　

武
鑑
に
は
さ
ら
に
、
父
は
仙
石
山
城
守
（
久
徳
）
で
あ
り
、
知
行
高
は
四
七
〇
〇

石
で
、
鉄
炮
組
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
旗
本
仙
石
家
は
、
一

八
世
紀
初
頭
以
降
に
但
馬
国
出
石
藩
主
と
な
る
仙
石
家
を
本
家
と
し
、
そ
れ
よ
り
分

か
れ
た
旗
本
四
家
の
内
の
一
つ
で
あ
り
、
初
代
の
久
隆
か
ら
数
え
て
、
氏
祗
で
九
代

で
あ
る
。
父
の
久
徳
は
、
越
前
国
鯖
江
藩
主
間
部
家
か
ら
仙
石
家
の
養
子
に
な
り
、

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
四
五
歳⑥
で
死
去
し
て
い
る
。
氏
祗
が
氏
徳
の
実
子
か
ど

う
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
確
定
で
き
な
い
。

　

さ
ら
に
〔
Ｂ
〕
で
は
、「
目
白
台
御
下
屋
敷
」
が
見
え
〔
五
五
〕、
寺
院
へ
の
付
届
け

の
内
訳
冒
頭
で
は
、「
養
源
寺
」
に
盆
暮
御
供
米
料
と
し
て
破
格
の
二
両
を
計
上
し
て

い
る
〔
五
七
〕。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
頃
と
さ
れ
る
幕
府
の
屋
敷
改
め
記
録
「
諸

向
地
面
取
調
書
」
に
よ
る
と
、
氏
祗
は
二
か
所
の
拝
領
下
屋
敷
を
持
ち
、
内
一
か
所

は
目
白
台
で
四
八
〇
坪
余
り
の
面
積
が
あ
っ
た⑦

。
も
う
一
か
所
は
四
ツ
谷
新
屋
敷
（
一

四
二
坪
余
り
）
で
、
こ
ち
ら
は
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
拝
領
し
た
も
の
で
あ
る⑧
。

　

ま
た
、
一
族
初
代
の
久
隆
が
下
谷
（
後
に
駒
込
に
移
転
）
の
養
源
寺
に
葬
ら
れ
た

の
を
皮
切
り
に
、
伏
見
奉
行
在
任
中
に
死
去
し
、
京
都
の
妙
心
寺
に
葬
ら
れ
た
二
代

久
邦
（
久
俊
）
以
外
は
、
養
源
寺
を
代
々
の
葬
地
と
し
て
い
る⑨
。
養
源
寺
に
多
額
の

供
米
料
を
献
じ
る
の
は
、
一
族
の
菩
提
寺
で
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
以
上
、
目
白

台
下
屋
敷
お
よ
び
養
源
寺
に
つ
い
て
の
記
載
か
ら
も
、
本
史
料
の
当
事
者
が
武
鑑
に

見
え
る
仙
石
氏
祗
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

こ
の
久
隆
流
仙
石
家
で
定
火
消
役
に
就
い
た
の
は
、
氏
祗
だ
け
で
は
な
い
。
四
代

久
治
が
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
四
月
か
ら
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
三
月
ま
で
御

茶
之
水
に
、
五
代
久
住
が
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
閏
四
月
か
ら
寛
延
三
年
（
一
七

五
〇
）
一
月
ま
で
半
蔵
門
外
に
、
六
代
久
当
が
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
二
月
か
ら

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
七
月
ま
で
飯
田
町
に
と
、
預
り
組
は
異
な
る
も
の
の
、
た

び
た
び
就
任
し
て
お
り⑩
、
定
火
消
一
族
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

定
火
消
は
組
内
に
一
〇
〇
名
ほ
ど
の
火
消
人
足
（「
役
場
中ち
ゅ
う
げ
ん

間
」「
臥が

煙え
ん

」
と
呼
ぶ
）

を
雇
用
し
て
い
る
が
、
大
名
火
消
・
町
火
消
と
も
ど
も
指
揮
系
統
が
異
な
っ
て
い
て

火
消
間
で
の
連
携
が
困
難
な
う
え
、
出
動
地
域
に
重
複
も
見
ら
れ
た
た
め
、
火
事
場

で
血
気
に
は
や
る
人
足
ど
う
し
が
た
び
た
び
衝
突
し
、
問
題
を
起
こ
し
た
。
久
治
の

代
の
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）、
配
下
の
火
消
人
足
と
加
賀
藩
の
人
足
「
加
賀
鳶と
び

」
が
、

現
場
で
消
火
の
功
名
を
争
う
「
消け
し

口ぐ
ち

争
い
」
を
起
こ
し
て
死
傷
者
を
出
し
た
た
め
、

町
奉
行
大
岡
忠
相
が
事
実
調
査
を
行
い
、
将
軍
徳
川
吉
宗
の
命
で
久
治
が
召
喚
さ
れ
、

叱
責
を
受
け
る
と
い
う
事
態
に
至
っ
て
い
る
。
先
に
消
火
し
た
加
賀
鳶
が
屋
根
上
に

立
て
た
纏
を
、
後
か
ら
来
た
久
治
の
人
足
が
加
賀
鳶
も
ろ
と
も
屋
根
か
ら
押
し
落
と

し
て
壊
し
た
た
め
、
乱
闘
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た⑪
。

　

江
戸
の
消
火
活
動
に
お
い
て
、
め
ざ
ま
し
い
成
長
を
見
せ
た
の
は
町
火
消
で
あ
る
。

時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
武
家
屋
敷
地
域
に
も
出
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
延
享
四
年
（
一

七
四
七
）
以
降
は
江
戸
城
内
へ
の
出
動
も
要
請
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
定
火
消
は
一

八
世
紀
後
半
よ
り
機
能
の
低
下
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、

拡
大
化
・
複
雑
化
す
る
江
戸
の
町
に
対
応
す
る
た
め
、
火
消
の
出
動
地
域
の
整
理
・

調
整
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
定
火
消
の
消
防
区
域
は
縮
小
さ
れ
て
、
文
政
年
間
（
一

八
一
八
～
三
〇
）
に
は
江
戸
城
外
曲
輪
内
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る⑫
。



五
一

　

久
祗
は
在
任
中
、
天
保
一
五
年
五
月
一
〇
日
に
発
生
し
た
江
戸
城
本
丸
火
災
と
嘉

永
五
年
（
一
八
五
二
）
五
月
二
二
日
の
西
丸
火
災
で
の
精
勤
ぶ
り
が
認
め
ら
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
褒
美
と
し
て
「
時
服
三
・
羅
紗
二
切
」
を
下
賜
さ
れ
て
い
る⑬
。
武
鑑
に
よ
る

と
、
火
消
道
具
の
一
つ
で
あ
る
纏
は
、
仙
石
家
代
々
の
定
火
消
役
で
デ
ザ
イ
ン
が
違

う
。
久
祗
の
時
代
は
房
飾
り
の
馬ば

簾れ
ん

が
な
く
、
家
紋
の
九
曜
桜
に
因
ん
で
、
桜
を
錫

箔
地
で
象
っ
て
い
る
。
与
力
・
同
心
に
つ
い
て
は
、
先
役
の
近
藤
織
部
の
配
下
を
引

き
継
い
で
い
た
。
こ
う
し
て
、「
失
費
多
き
職
な
る
が
故
、（
中
略
）
特
に
富
裕
な
る

者
を
選
び
た
り⑭

」
と
さ
れ
る
定
火
消
役
に
就
い
た
久
祗
は
、
天
保
期
の
財
政
難
の
な

か
で
「
失
費
」
の
削
減
に
頭
を
悩
ま
せ
る
の
で
あ
る
。

三　

旗
本
仙
石
家
の
家
政
・
財
政
状
況

　

史
料
に
お
け
る
旗
本
仙
石
久
祗
家
の
歳
出
予
算
は
、
江
戸
屋
敷
掛
り
分
に
限
ら
れ
、

知
行
所
で
の
入
用
は
含
ま
な
い
。
そ
の
使
途
は
、〔
Ａ
〕
定
火
消
役
入
用
高
が
三
七
項

目
〔
一
～
三
七
〕、〔
Ｂ
〕
暮
し
方
入
用
高
が
五
七
項
目
〔
三
八
～
九
四
〕、〔
Ｃ
〕
貸
付
金

上
納
高
が
五
項
目
〔
九
五
～
九
九
〕
で
あ
る
。〔
Ａ
〕〔
Ｂ
〕〔
Ｃ
〕
各
部
の
最
後
に
は
合

計
が
あ
り
、
金
・
銀
・
銭
を
交
え
て
記
載
し
た
後
、
金
一
両
＝
銀
六
〇
匁
＝
銭
六
貫

五
〇
〇
文
の
公
定
相
場
に
よ
り
金
建
て
で
計
算
し
直
し
、
端
数
は
銭
で
表
す
。
そ
し

て
最
末
の
〔
Ｄ
〕
で
、〔
Ａ
〕〔
Ｂ
〕〔
Ｃ
〕
三
口
の
総
計
を
記
し
て
い
る
。

　

使
途
の
中
に
は
内
訳
を
伴
う
も
の
が
あ
る
が
、〔
二
〕
の
内
訳
は
不
完
全
で
あ
る
。

行
間
に
余
白
が
少
し
認
め
ら
れ
る
の
で
、
書
き
足
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
。〔
三
〕
に
は
一
か
月
の
内
訳
が
、〔
五
〕
に
は
一
季
の
内
訳

（
金
一
分
不
足
）
が
見
ら
れ
、
必
ず
し
も
一
年
分
の
内
訳
と
は
限
ら
な
い
。〔
二
一
〕
に

は
金
一
両
の
計
算
違
い
、〔
三
三
〕
に
は
若
干
の
金
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
る
。

　

実
務
上
の
文
書
作
成
者
は
不
明
で
あ
る
が
、〔
Ａ
〕
に
よ
る
と
定
火
消
に
は
「
格
外

御
省
略
御
取
締
」
が
あ
り
、〔
Ｂ
〕
で
は
旗
本
一
家
と
家
臣
の
総
経
費
に
つ
き
、
幕
府

の
財
政
緊
縮
令
、
累
年
の
資
金
難
、
近
年
の
臨
時
出
費
の
増
大
で
、
抜
き
差
し
な
ら

ぬ
状
況
下
、
当
主
の
久
祗
が
公
儀
へ
の
御
用
勤
め
に
影
響
が
出
る
こ
と
を
心
配
し
、

毎
夜
自
身
で
予
算
の
削
減
を
指
図
し
て
い
る
こ
と
が
、
奥
書
に
見
え
る
。
し
た
が
っ

て
文
書
の
作
成
者
は
、
当
主
の
意
向
を
受
け
た
勘
定
掛
の
家
臣
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
本
史
料
は
、
そ
の
作
成
者
名
が
な
く
、
内
容
的
に
少
し
瑕
疵
が
見
ら

れ
る
の
で
、
最
終
稿
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
も
の
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
つ
ぎ
に
、
歳
出
予
算
の
費
目
・
使
途
を
整
理
し
た
次
頁

の
【
表
】
を
参
考
に
、
予
算
書
各
部
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。

〔
Ａ
〕
定
火
消
役
入
用
高

　

表
紙
に
は
「
定
火
消
御
役
壱
ケ
年
御
入
用
高
」
と
あ
る
。
定
火
消
役
入
用
で
最
も

嵩
む
の
は
人
件
費
で
あ
る
。
氏
祗
が
賜
っ
た
役
料
の
三
〇
〇
人
扶
持
は
、「
役
場
中
間
」

（
火
消
人
足
）
ら
を
雇
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
当
時
は
七
二
人
の
中
間
を
抱

え
て
い
た
〔
一
〕。
役
場
中
間
の
人
数
は
、
す
で
に
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
一
〇
月

時
点
で
「
定
火
消
人
数
之
儀
、
近
来
人
数
不
足
ニ
相
見⑮
」
と
の
状
況
で
、
文
化
一
一

年
（
一
八
一
四
）
末
に
は
一
組
七
二
人
体
制
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、『
文
化
弘
化
嘉

永
撰
要
類
集
』
か
ら
判
明
す
る⑯
。
定
火
消
一
〇
組
全
体
の
役
場
中
間
を
差
配
し
て
い

た
の
は
、
本
史
料
に
も
見
え
る
人
宿
の
越
前
屋
勘
兵
衛
で
あ
る
。
各
組
七
二
人
の
役

場
中
間
は
三
部
屋
に
分
か
れ
て
生
活
し
て
お
り
、
各
部
屋
に
は
部
屋
頭
が
一
人
ず
つ

置
か
れ
て
い
た
。
役
場
中
間
の
給
金
や
扶
持
は
、
越
前
屋
勘
兵
衛
か
ら
部
屋
頭
を
通



五
二

【表】　旗本仙石久祗家天保15年歳出予算

部 費　目 使　　途 金  額 一つ書
き番号

〔
Ａ
〕　

定　

火　

消　

役　

入　

用　

高

役場中間･門番ら入用

役場中間72人給金（越前屋勘兵衛渡し） 金149両 1

役場中間月渡し物（越前屋勘兵衛渡し） 金38両 ･銀7匁2分 2

役場中間服薬代（越前屋勘兵衛渡し） 金13両 6

門番足軽2人給金（越前屋勘兵衛渡し） 金6両 10

門番2人･注進番ほか皆勤代、塩噌代 金3両1分･銭674文 3

請負人、部屋頭ほか役場中間の役付きへ褒美金 金6両2分 5

暮の餅つき入用、膳椀･敷物料（越前屋勘兵衛渡し） 金2両･銀151匁 8･9

正月初出の祝儀（越前屋勘兵衛へ下賜） 金2分 7

厩入用

馬3疋飼育料 金72両 11

厩中間5人給金（橋本屋伊右衛門渡し） 金16両 12

厩中間5人塩噌代 金3両 13

被服類入用

役場出勤中間らの足袋代 金11両2朱 ･銀3匁 ･銭660文 14･15

役場中間の木綿法被･股引代（越後屋仁兵衛払い） 金30両 16

役場目付･馬廻の踏込･法被代、革類修復代 金38両2分 17･18

御用頼み入用 祐筆･勘定役、取次の幕府関係者へ盆暮の付届け 金3両3分2朱 19

預り組中･組屋敷入用

組中（与力･同心ほか）へ中元の入用 金21両3分 ･銀13匁 20

組中（与力･同心ほか）へ歳暮の入用 金30両1分3朱 ･銀108匁6分 21

預り武器類風入れ時、同心へ素麺料 金2分 22

櫓刻番にかかる定式の費用 金1両1分･銀2匁 23

組屋敷稲荷社へ初午の初穂料 金1分 24

鉄炮稽古入用

角場守給金 金1両3分･銭624文 25

稽古時の角場入用、小屋設置･修繕･片付の費用 金9両 26･27

当主の稽古中見分時、褒美にかかる費用 金5両 28

御用勤め入用

出馬時の諸費用（蝋燭･弁当･真木代） 金13両2分2朱 ･銀3匁3分 29･30

出火時の弁当･菜代 金6両3分･銭524文 31

同役との面会･寄合にかかる費用（炭･茶代） 金3両2分2朱･銭808文 32･33

役場入用 紙代･道具修復費･臨時費など 金60両 34･35

扶持米関係

役場中間扶持米、蔵前へ引料（越前屋勘兵衛渡し） 金3両 4

役扶持の札差料（蔵宿坂倉屋次郎左衛門払い） 金6両 36

役場中間･門番ほか扶持米（1石＝1両計算） 金155両 ･銀31匁2分 37

〔
Ｂ
〕　

暮　

し　

方　

入　

用　

高

仙石家の衣食・小遣い、
その他入用

家族10人の御服料 金111両3分 38∼47

手元入用一式 金27両 48

家族の朝夕規定飯料（御膳米以外） 金24両 49

家族の稽古事入用 金3両 68

雄之助への合力ほか 金12両 90

家臣･武家奉公人、
その他入用

家中惣渡し方 金151両2分 50

足軽･中間計29人給金（越中屋和助渡し） 金77両1分 51

手廻鉄五郎給金（武蔵屋勘蔵渡し）、国人2人給金 金11両3分 52･53

家中へ褒美金 金6両 92

徒目付2人･徒3人･手廻1人の塩噌代 金3両1分･銭172文 75

惣中間32人の塩噌代、皆勤代 金11両3分 ･銭424文 76

供廻･徒･下供･押の被服一式代 金20両 62

夜番･水汲3人にかかる費用 金6両 79･80

諸向渡し水油代 金2両3分2朱･銭260文 71

大中小蝋燭代 金12両 74

祐筆2人の筆墨代 金2両1分 83

諸向申上げ、ほか小買物一式代 金24両 78



五
三

じ
て
支
給
さ
れ
て
い
た⑰

。

　

定
火
消
の
組
織
編
成
に
つ
い
て
は
、「
御
定
人
数
之
内
手
配

定⑱
」
に
基
き
、
与
力
・
同
心
・
役
場
中
間
で
そ
れ
ぞ
れ
役
割

分
担
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
状
況

を
具
体
的
に
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
ず
、
先
行
研
究
を
継
承

す
る
に
留
ま
っ
て
い
る⑲
。
通
説
に
よ
る
と
、
役
場
中
間
の
役

付
き
は
、
纏
番
が
大
八
人
・
小
四
人
、
玄
蕃
桶
持
が
大
四
人
・

小
二
人
、
梯
番
一
六
人
、
竜
吐
水
持
八
人
、
鳶
口
持
一
〇
人
、

籠
長
持
二
人
、
用
箱
持
一
人
、
部
屋
頭
三
人
、
役
割
二
人
で

あ
り
、
そ
の
他
に
五
〇
人
の
中
間
が
い
た
と
さ
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
本
史
料
で
は
、
二
季
に
褒
美
金
を
下
賜
さ

れ
る
役
付
き
と
し
て
、
部
屋
頭
三
人
、
役
割
四
人
、
纏
持
五

人
、
鍵
（
鉤
＝
鳶
口
）
持
一
〇
人
、
そ
の
ほ
か
人
数
は
不
明

な
が
ら
階
子
（
梯
）
持
、
注
進
番
、
そ
し
て
請
負
人
が
見
ら

れ
る
〔
五
〕。
こ
の
う
ち
請
負
人
は
、
役
場
中
間
と
は
別
に
扶

持
を
受
け
て
い
る
の
で
〔
三
七
〕、
中
間
で
は
な
い
。
各
組
役

場
中
間
の
取
り
締
り
を
請
け
負
う
者
と
考
え
ら
れ
る⑳
。
ま
た
、

注
進
番
は
一
般
的
に
、
火
事
場
か
ら
の
報
告
、
伝
令
と
い
っ

た
役
割
が
考
え
ら
れ
る
が
、
夜
扶
持
を
も
ら
う
こ
と
か
ら
夜

勤
が
あ
り
〔
三
七
〕、
火
の
見
櫓
の
掃
除
と
、
何
ら
か
の
筆
記

仕
事
を
行
な
っ
て
い
た
ら
し
い
〔
三
内
訳
〕。
ふ
だ
ん
は
昼
夜

火
の
見
櫓
で
監
視
す
る
同
心㉑
に
従
い
、
日
誌
な
ど
を
付
け
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
わ
せ
て
櫓
の
清
掃
を
担
当

〔
Ｂ
〕　

暮　

し　

方　

入　

用　

高

奥向き入用

奥女中･於繁御付女中給金 金23両2分 56･91

奥女中茶代 金2両3分･銭624文 77

小遣･中間･役割へ別段下賜 金1両･銭700文 84

定式の紙･茶代 金1両2分 69

定式の水油代 金3両2分･銭148文 70

定式の炭代 金18両 82

年中行事入用 節句･七夕･盆･煤払い･餅つき･正月準備の入用 金6両1分 65

寺社入用 養源寺･天現寺･稲荷社、ほか4か所付届け･初穂料 金3両1分2朱 57

諸向き頼み入用 盆暮の付届け 金15両 58

将軍家献上入用 年始･八朔の馬代銀･目録代（世子の分共） 金4両1分 59

その他入用

寛秀僧へ合力下賜金 金1両2分 60

医師にかかる費用 金7両　 64

定飛脚賃（和泉屋甚兵衛払い） 金1両2分 66

地域割合分担金

木挽町屋敷組合辻番所、番人給金割合金 金7両2分･銭232文 54

目白台下屋敷組合辻番所、番人給金割合金 金1両1分3朱･銭180文 55

玉川上水割合金 金3両 61

本屋敷各所入用

御用部屋･広間･下役所･御次の水油代 金2両3分･銭524文 72

門 ･御用部屋･広間･下役所･御次の炭代（10～3月） 金2両2分2朱･銭932文 73･85

門 ･御用部屋･広間･下役所･御次の炭団代（4～9月） 金2分･銭996文 87･88

夜番･棟番、門用の竹箒代 金2朱･銭784文 86･89

定式の薪代 金12両 81

道具類･屋敷修復入用
鎗･傘･合羽籠ほか供揃え用道具類の修復代 金5両 63

本屋敷･下屋敷の作事･修復費（屋根の雨漏り･畳） 金15両 67

御膳米・扶持米関係 御膳米、家中･奥女中扶持米、中間渡し米（1石＝1両） 金360両 93

予備費 臨時入用 金20両 94

〔
Ｃ
〕　

貸 

付 

金 

上 

納 

高 

幕府貸付金返済分

馬喰町貸付金返済分（暮納め） 金50両 95

駿府貸付金返済分 金25両 96

日光山貸付金返済分 金7両2分 97

芝増上寺貸付金返済分 諸口貸付金（元金700両）の利金･無尽掛金など 金127両 98

その他借金返済分 当借口々金（元金600両）の年賦返済･利金 金60両 99



五
四

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。〔
三
七
〕
の
扶
持
計
算
に
お
い
て
加
扶
持
・
夜
扶
持
を
そ
れ

ぞ
れ
半
人
扶
持
と
す
る
と
、
注
進
番
は
三
人
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
天
保
一

五
年
に
は
、
定
期
的
に
褒
美
金
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
役
場
中
間
の
固
定
的
な
役

付
き
が
通
説
よ
り
少
な
い
の
は
、
人
数
の
減
少
で
役
の
割
り
当
て
が
臨
機
応
変
に
な

っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
定
火
消
直
属
の
与
力
・
同
心
に
も
、
役
付
き
が
見
ら
れ
る
〔
二
〇
・
二
一
内
訳
〕。

破
損
掛
と
取
締
が
そ
れ
ぞ
れ
与
力
一
名
・
同
心
二
名
、
同
心
で
は
他
に
組
頭
二
名
・

小
屋
頭
四
名
・
書
役
二
名
が
認
め
ら
れ
、
同
心
見
習
も
一
名
含
ま
れ
る
。

　

定
火
消
組
内
で
は
、
役
場
中
間
に
加
え
、
門
番
の
足
軽
二
人
と
厩
中
間
五
人
を
雇

っ
て
い
る
。
彼
ら
雇
い
人
全
体
の
給
金
・
扶
持
米
と
衣
食
な
ど
の
必
要
経
費
を
合
算

す
る
と
（【
表
】
の
役
場
中
間
・
門
番
ら
入
用
、
厩
入
用
の
〔
一
二
・
一
三
〕、
被
服
類

入
用
の
〔
一
四
～
一
六
〕、
扶
持
米
関
係
の
合
計
）、
金
四
四
五
両
余
り
と
な
り
、
定
火

消
役
入
用
予
算
七
一
六
両
余
り
の
約
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
役
料
の
三
〇
〇

人
扶
持
は
米
五
四
〇
石
に
な
り
、
本
史
料
の
換
算
率
で
は
金
五
四
〇
両
に
相
当
す
る

の
で
、
雇
用
に
か
か
る
費
用
は
役
料
内
に
収
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ

れ
ほ
ど
余
裕
は
な
い
。
俸
禄
が
幕
府
か
ら
支
給
さ
れ
る
与
力
・
同
心
ら
に
対
し
て
も

中
元
・
歳
暮
に
は
諸
手
当
や
贈
り
物
が
あ
り
、
組
中
の
必
要
経
費
も
二
季
に
分
け
て

支
給
さ
れ
て
い
る
〔
二
〇
・
二
一
〕。
ま
た
、
役
場
目
付
・
馬
廻
ら
の
入
用
〔
一
七
・
一

八
〕
や
、
そ
の
他
の
褒
美
・
手
当
〔
二
二
・
二
八
〕
も
加
え
る
と
、
役
料
の
余
剰
分
が

人
件
費
で
消
え
る
。
そ
れ
以
外
の
出
費
は
仙
石
家
の
持
ち
出
し
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

定
火
消
役
入
用
の
中
に
は
、
鉄
炮
稽
古
入
用
が
含
ま
れ
る
〔
二
五
～
二
八
〕。
定
火
消

は
鉄
炮
組
・
弓
組
に
か
か
わ
ら
ず
、
火
事
場
の
治
安
維
持
の
た
め
に
鉄
炮
を
所
持
し

て
お
り
、
操
作
訓
練
が
必
要
で
あ
っ
た
。
史
料
で
は
、
射
撃
場
で
あ
る
角
場
の
維
持

と
稽
古
時
の
入
用
な
ど
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
御
用
の
出
馬
や
出
火
時
の
出

動
に
か
か
る
弁
当
代
な
ど
の
算
出
〔
三
〇
・
三
一
〕
に
、
一
か
月
に
つ
き
七
度
と
し
て

見
積
も
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
当
時
、
担
当
の
江
戸
城
外
曲
輪
内
で
火
災

が
頻
発
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

〔
Ｂ
〕
暮
し
方
入
用
高

　

表
紙
に
は
「
御
暮
方
壱
ケ
年
御
入
用
高
」
と
あ
り
、
家
臣
・
奉
公
人
を
含
む
仙
石

久
祗
家
全
体
の
家
計
で
あ
る
。
御
用
に
か
か
る
公
的
入
用
の
〔
Ａ
〕
に
対
し
、
私
的

入
用
分
で
、
天
保
一
五
辰
年
一
月
よ
り
午
（
弘
化
三
）
年
一
二
月
ま
で
三
年
間
の
緊

縮
財
政
を
実
施
中
で
あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
た
予
算
編
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

天
保
一
五
年
一
月
時
の
家
族
構
成
は
、
殿
・
若
殿
・
御
前
・
奥
方
・
銓
五
郎
・
清

三
郎
・
於
昌
・
雄
之
助
・
於
千
賀
・
於
繁
の
一
〇
名
で
あ
る
〔
三
八
～
四
七
〕。
殿
は
当

主
の
氏
祗
、
若
殿
は
お
そ
ら
く
息
子
で
後
継
者
の
久
徴
、
御
前
は
先
代
久
徳
の
夫
人

で
、
氏
祗
の
母
。
奥
方
は
氏
祗
夫
人
で
、
そ
の
後
の
男
性
三
名
・
女
性
三
名
は
氏
祗

の
子
女
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
内
の
清
三
郎
は
、
御
服
料
が
奥
方
と
同
金
額

の
一
五
両
で
、
御
前
や
若
殿
よ
り
も
高
額
の
た
め
、
氏
祗
の
兄
弟
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、〔
Ｂ
〕
の
冒
頭
に
一
家
の
被
服
費
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目

に
値
す
る
。
合
計
金
額
が
一
一
一
両
三
分
に
上
り
、
家
族
に
か
か
わ
る
他
の
費
目
よ

り
格
段
に
高
額
で
あ
る
。
大
身
旗
本
の
格
式
を
守
る
た
め
に
は
身
な
り
を
整
え
る
こ

と
が
最
重
要
と
さ
れ
た
よ
う
で
、
こ
れ
以
上
削
減
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

仙
石
氏
祗
家
の
家
政
に
お
け
る
足
軽
・
中
間
ら
武
家
奉
公
人
は
、
役
場
中
間
を
差

配
し
て
い
た
越
前
屋
勘
兵
衛
と
は
異
な
る
人
宿
か
ら
計
三
〇
人
を
雇
用
し
て
い
る

〔
五
一
・
五
二
〕。
ま
た
、
中
間
は
全
部
で
三
二
人
と
さ
れ
て
い
る
が
〔
七
六
〕、
足
軽
の



五
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人
数
は
不
明
で
あ
る
。
足
軽
・
中
間
の
何
人
か
は
、
譜
代
の
人
々
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
氏
祗
の
家
臣
に
つ
い
て
は
「
家
中
」
と
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
人
数
や

階
層
構
成
は
わ
か
ら
な
い
。
下
士
身
分
の
徒
目
付
二
人
・
徒
三
人
・
手
廻
一
人
〔
七
五
〕

の
他
、
祐
筆
二
人
〔
八
三
〕
が
具
体
的
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
氏
祗
家
の
知
行
高

四
七
〇
〇
石
は
、
上
総
国
武
射
郡
、
近
江
国
浅
井
郡
、
河
内
国
大
県
郡
・
渋
川
郡
、

摂
津
国
西
成
郡
・
島
下
郡
に
分
散
し
て
い
た
が
、
幕
末
に
は
五
〇
〇
〇
石
を
上
回
っ

て
い
た
と
見
ら
れ
る㉒
。
幕
臣
や
大
名
が
持
つ
家
臣
団
は
本
来
軍
事
組
織
で
あ
り
、
表

向
き
、
そ
の
規
模
は
知
行
高
に
応
じ
、
幕
府
の
軍
役
令㉓
に
規
定
さ
れ
た
軍
役
人
数
や

武
器
数
等
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
で
は
氏
祗
家
の
場
合
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
久
隆
流
仙
石
家
と
同
族
で
、
久
隆
の
甥
、
政
勝
を
初
代

と
し
、
信
濃
・
武
蔵
・
上
野
三
国
に
二
七
〇
〇
石
の
知
行
所
を
持
つ
旗
本
仙
石
家
に

つ
い
て
の
分
析
で
あ
る㉔
。
同
家
の
家
臣
団
の
人
数
は
、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一

八
〇
一
）・
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）・
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
三
時
期
の
調
査

で
、
江
戸
と
知
行
所
の
支
配
機
構
を
合
わ
せ
て
三
六
～
六
六
人
。
こ
の
う
ち
「
家
中
」

に
含
ま
れ
る
家
老
・
用
人
・
側
用
人
・
給
人
・
近
習
・
中
小
姓
ら
が
合
計
一
〇
～
一

四
人
で
、
そ
の
下
に
位
置
す
る
徒
士
・
足
軽
が
七
～
一
三
人
、
中
間
が
一
五
～
二
〇

人
、
幕
末
期
の
抱
足
軽
が
二
一
人
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
軍
役
規
定
に
基
い
た
正

規
の
編
成
と
推
定
さ
れ
る
史
料
（
年
不
詳
）
で
は
七
六
人
と
し
、
給
人
以
下
が
多
く

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
政
勝
流
仙
石
家
の
家
臣
団
は
、
平
常
時
に
は
正

規
の
約
半
数
で
済
ま
せ
、
幕
末
の
非
常
時
に
は
臨
時
雇
い
の
足
軽
で
増
員
を
図
っ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
政
勝
流
仙
石
家
と
同
規
模
で
、
下
総
・
河

内
両
国
に
二
七
〇
〇
石
の
知
行
所
を
持
つ
旗
本
石
河
家
の
場
合
は
、
寛
政
・
享
和
期

の
財
政
改
革
で
、
家
臣
団
の
中
核
を
な
す
「
表
」（
上
は
用
人
か
ら
、
下
は
足
軽
・
厩

役
ま
で
）
の
人
員
を
一
六
人
か
ら
九
人
に
大
幅
削
減
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る㉕
。

　

そ
こ
で
仙
石
氏
祗
家
に
お
い
て
も
、
太
平
の
世
が
続
く
い
っ
ぽ
う
財
政
難
に
よ
り
、

家
中
の
人
数
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
家
中
惣
渡
し
方
の
金
額
一

五
一
両
二
分
〔
五
〇
〕、
お
よ
び
氏
祗
家
族
の
御
膳
米
と
家
中
扶
持
米
な
ど
を
す
べ
て

加
え
た
見
積
石
高
三
六
〇
石
（
＝
金
三
六
〇
両
）〔
九
三
〕
だ
け
で
は
判
断
し
難
い
が
、

当
時
の
情
勢
を
鑑
み
て
、
そ
の
家
臣
団
は
軍
事
的
な
意
味
合
い
が
薄
れ
、
家
政
の
維

持
に
足
る
だ
け
の
必
要
最
小
限
に
絞
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か㉖

。

　

ま
た
、
政
勝
流
仙
石
家
に
は
、
前
出
の
三
時
期
を
通
じ
て
家
老
一
名
と
用
人
二
～

三
名
が
お
り
、
家
老
は
用
人
の
内
か
ら
登
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
氏
祗
家

の
ほ
う
は
、
仙
石
氏
祗
が
定
火
消
役
と
し
て
登
場
す
る
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の

『
昇
栄
武
鑑
』
に
よ
る
と
、
重
臣
と
し
て
用
人
四
名
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

家
老
は
い
な
い㉗
。
政
勝
流
仙
石
家
の
「
役
高
之
覚㉘
」（
元
治
元
年
）
で
は
、
家
老
の
役

高
は
一
〇
〇
～
一
二
〇
俵
、
用
人
は
七
〇
～
九
〇
俵
で
、
用
人
か
ら
家
老
に
出
世
す

る
と
三
〇
俵
（
米
一
二
石
）
ほ
ど
加
増
と
な
る
。
氏
祗
家
の
場
合
、
経
費
節
減
の
た

め
に
、
あ
え
て
家
老
を
置
か
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
暮
し
方
入
用
の
中
に
は
、
年
中
行
事
や
季
節
の
贈
答
に
か
か
わ
る
出
費
が

見
ら
れ
る
。
年
始
と
八
朔
に
将
軍
家
へ
馬
代
銀
を
献
上
す
る
こ
と
〔
五
九
〕
は
、
幕
臣

に
と
っ
て
恒
例
の
嘉
儀
で
あ
り
、
そ
の
金
額
か
ら
、
氏
祗
は
将
軍
家
慶
と
世
子
（
家

定
）
に
一
両
ず
つ
献
上
し
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
、
盆
暮
に
は
方
々
へ
の
付
届
け
と

し
て
一
五
両
を
計
上
し
て
お
り
〔
五
八
〕、
頼
み
事
の
お
り
に
便
宜
を
図
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
、
幕
閣
な
ど
の
有
力
者
に
贈
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。〔
Ａ
〕
に
も
御
用
に
関

わ
る
頼
み
事
の
費
用
と
し
て
盆
暮
の
付
届
け
が
含
ま
れ
〔
一
九
〕、
と
も
に
削
減
で
き

な
い
必
要
経
費
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
雛
祭
り
・
端
午
の
節
句
を
は
じ
め
と
し
た
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中
核
と
す
る
公
金
貸
付
中
央
機
関
と
な
っ
た㉛
。
ま
た
、「
駿
府
御
貸
附
」
は
、
遠
国
奉

行
の
駿
府
町
奉
行
が
取
り
扱
う
貸
付
金
の
こ
と
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
日
光
山
は
、
徳
川
家
の
祖
廟
が
鎮
座
す
る
聖
域
で
、
幕
府
の
崇
敬
が
最

も
厚
く
、
仙
石
氏
祗
も
幕
臣
と
し
て
初
穂
料
に
金
一
分
を
供
え
て
い
る
〔
五
七
内
訳
〕。

同
山
は
、
歴
代
将
軍
が
寄
進
し
た
二
万
五
〇
〇
〇
石
余
り
の
神
領
を
擁
し
た
が
、
同

時
に
幕
府
の
積
極
的
な
領
政
介
入
を
許
し
、
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
に
は
山
内

の
守
護
と
監
察
に
当
る
た
め
、
二
名
の
日
光
奉
行
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
頃
か
ら
日
光
山
で
は
、
山
内
の
窮
乏
と
神
領
の
荒
廃
が
深
刻
化
し
、
そ
の
対
策
の

一
つ
と
し
て
、
山
内
・
山
外
へ
の
料
物
の
貸
付
が
行
わ
れ
た
。
日
光
か
ら
の
貸
付
金

は
、
日
光
本
坊
や
府
庫
元
と
い
っ
た
日
光
山
自
体
の
金
融
機
関
が
窓
口
に
な
る
も
の

と
、
日
光
奉
行
が
取
り
扱
う
も
の
が
あ
る
。
史
料
に
現
れ
る
「
日
光
山
御
貸
附
」
は
、

日
光
奉
行
所
で
の
貸
付
金
で
あ
り
、
そ
の
原
資
は
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
以
降
、

日
光
山
か
ら
預
託
さ
れ
た
富
興
行
の
積
立
金
で
あ
っ
た㉜
。

　

こ
れ
ら
公
的
な
貸
付
金
も
、
返
済
が
滞
り
回
収
が
困
難
に
な
る
と
、
金
利
引
下
げ

や
返
済
期
間
延
長
な
ど
の
仕
法
改
革
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
史
料
作
成
の
前

年
、
天
保
一
四
年
五
月
に
は
、
つ
い
に
債
務
者
の
大
名
・
旗
本
に
対
し
、
馬
喰
町
御

用
屋
敷
取
り
扱
い
貸
付
金
の
半
高
棄
捐
、
半
高
無
利
息
年
割
上
納
が
発
令
さ
れ
た㉝
。

続
い
て
同
一
二
月
に
は
、
遠
国
奉
行
・
同
代
官
・
御
預
所
が
取
り
扱
う
貸
付
金
も
馬

喰
町
貸
付
金
の
振
合
い
に
変
更
さ
れ
た㉞
た
め
、
史
料
中
の
馬
喰
町
・
駿
府
・
日
光
山

貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
新
仕
法
に
基
づ
き
、
元
金
半
高
年
賦
返
済
分
の
み
の
金

額
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
貸
借
状
況
に
つ
い
て
は
注
記
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
元
金
高
や
返
済
期
間
、
知
行
所
の
年
貢
を
引
当
て
に
し
て
い
る
か
ど
う

か
な
ど
は
明
ら
か
で
な
い
。

年
中
行
事
へ
の
出
費
〔
六
五
〕
か
ら
は
、
厳
し
い
倹
約
の
な
か
に
あ
っ
て
も
一
年
の

節
目
を
大
切
に
す
る
、
律
儀
な
武
家
の
暮
し
ぶ
り
が
偲
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
Ｃ
〕
貸
付
金
上
納
高

　

表
紙
に
は
「
御
貸
附
金
壱
ケ
年
御
上
納
高
」
と
あ
る
が
、
幕
府
が
大
名
・
旗
本
な

ど
を
対
象
に
行
な
っ
た
公
的
な
貸
付
金
だ
け
で
な
く
、
幕
府
の
保
護
を
受
け
た
寺
社

の
名
目
貸
付
や
小
口
の
当
借
ま
で
含
む
、
ロ
ー
ン
全
般
の
返
済
部
門
で
あ
る
。
貸
付

金
の
上
納
と
い
う
表
現
か
ら
し
て
借
金
返
済
を
前
面
に
出
さ
ず
、〔
Ａ
〕〔
Ｂ
〕
に
比

べ
簡
単
な
記
載
で
済
ま
せ
る
な
ど
、
当
主
の
体
面
を
汚
さ
な
い
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

幕
府
の
公
金
貸
付
制
度
に
は
、
大
名
・
旗
本
な
ど
へ
の
純
粋
な
救
済
を
目
的
と
す

る
「
御
拝
借
金
」、
不
時
の
立
替
え
を
す
る
「
御
取
替
金
」、
利
殖
を
目
的
と
す
る
「
御

貸
附
金
」
の
三
種
類
が
あ
る
。
前
二
者
が
無
利
息
貸
し
で
あ
る
の
に
対
し
、「
御
貸
附

金
」
は
、
救
済
を
名
目
と
す
る
場
合
が
多
い
も
の
の
本
来
は
利
付
貸
し
で
あ
り
、
天

保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
時
で
公
金
貸
付
全
体
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た㉙
。
公

金
貸
付
の
窓
口
は
、
江
戸
町
奉
行
、
勘
定
奉
行
、
遠
国
奉
行
、
江
戸
廻
り
・
遠
国
代

官
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
代
官
に
よ
る
貸
付
は
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
か
ら
見
ら
れ

る
が
、
そ
の
他
は
一
八
世
紀
後
半
、
宝
暦
か
ら
寛
政
期
に
多
く
開
始
さ
れ
て
い
る㉚
。

武
家
社
会
を
圧
迫
す
る
財
政
危
機
を
緩
和
す
る
方
策
と
し
て
、
公
金
貸
付
の
需
要
が

高
ま
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

　

史
料
に
見
え
る
「
馬
喰
町
御
貸
附
所
」
は
、「
馬
喰
町
御
用
屋
敷
詰
御
代
官
役
所
」

（
＝
「
馬
喰
町
御
用
屋
敷
御
貸
附
役
所
」）
の
こ
と
で
、
数
多
く
の
江
戸
廻
り
代
官
の

貸
付
窓
口
を
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
一
本
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て

公
金
貸
付
を
全
国
規
模
で
統
制
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
勘
定
奉
行
を



五
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の
地
方
支
配
に
か
か
る
経
費
を
含
ん
で
い
な
い
。
さ
ら
に
、
作
柄
や
米
相
場
・
金
銀

銭
相
場
の
変
動
が
あ
り
、
収
支
状
況
は
予
測
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
当
時
の
会
計
業

務
は
単
式
簿
記
に
基
い
て
お
り
、
資
産
と
負
債
を
正
確
に
把
握
し
難
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
積
年
の
負
債
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
仙
石
氏
祗
家
の
知
行
所
は
上
総
・
近
江
・
摂
河
の
三
つ
の
地
域
ブ
ロ

ッ
ク
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
支
配
機
構
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

近
江
・
摂
津
・
河
内
の
知
行
所
は
、
二
代
久
邦
（
久
俊
）
が
伏
見
奉
行
就
任
時
に
加

増
・
転
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
摂
河
両
国
の
知
行
高
は
七
か
村
（
単
独

支
配
五
か
村
・
相
給
二
か
村
）
で
三
〇
八
九
石㊱
、
知
行
高
全
体
の
約
六
六
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
、
知
行
所
の
中
で
最
重
要
地
域
と
目
さ
れ
る
。
本
史
料
作
成
の
前
年
、
天

保
一
四
年
に
は
、
大
坂
最
寄
地
一
円
を
対
象
と
す
る
上
知
令
が
発
令
さ
れ
、
そ
の
混

乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
は
必
至
で
、
家
中
の
動
揺
ぶ
り
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

大
身
旗
本
の
在
地
支
配
に
は
、
代
官
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
江
戸
か
ら
家
臣

を
派
遣
し
て
陣
屋
や
代
官
所
に
常
住
さ
せ
る
場
合
と
、
在
地
で
庄
屋
を
登
用
し
士
格

を
与
え
て
代
官
を
勤
め
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
。
江
戸
に
住
む
知
行
主
の
直
接
支
配
が

困
難
な
遠
隔
地
で
は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
転
換
が
起
こ
り
、
近
世
中
期
以
降
、
農

民
出
身
の
在
地
代
官
が
一
般
化
す
る㊲
。

　

信
濃
国
小
県
郡
に
二
〇
〇
〇
石
を
領
す
る
政
勝
流
仙
石
家
で
も
、
同
様
の
変
化
が

見
ら
れ
る
。
江
戸
前
期
に
は
家
中
の
重
臣
が
代
官
を
兼
ね
、「
御
用
屋
敷
」
に
常
住
し

て
在
地
支
配
に
任
じ
た
が
、
中
期
に
は
在
地
登
用
の
代
官
が
こ
れ
を
補
佐
し
、
や
が

て
彼
ら
が
知
行
所
支
配
の
中
心
と
な
り
、「
信
州
勝
手
方
」
と
し
て
旗
本
財
政
に
も
関

与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
宅
を
代
官
屋
敷
と
し
、
給
人
格
程
度
か
ら
用
人
格
、
用

人
へ
と
出
世
し
て
、
役
料
二
五
俵
も
加
給
さ
れ
て
い
る㊳
。
氏
祗
家
の
場
合
、
知
行
所

　

つ
い
で
、「
芝
山
内
諸
口
御
貸
附
金
」
は
、
徳
川
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
芝
の
増
上
寺

で
行
わ
れ
た
貸
付
金
で
あ
る
。
文
化
年
間
に
二
度
の
火
災
で
財
政
難
に
陥
っ
た
同
寺

が
、
幕
府
か
ら
元
金
の
手
当
を
受
け
て
「
芝
御
貸
附
方
役
所
」
を
設
け
、
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
か
ら
幕
府
の
保
護
の
下
に
貸
付
を
開
始
し
た
も
の
で
、
富
裕
な
武
家
・

町
人
か
ら
も
広
く
融
資
を
募
り
、
貸
付
金
事
業
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た㉟
。
史
料
の
内

訳
に
は
、
御
霊
屋
別
当
三
蓮
社
の
一
つ
、
鑑
蓮
社
の
貸
付
金
や
、
田
安
家
・
水
戸
徳

川
家
（
小
石
川
御
屋
形
）
の
寄
付
金
と
い
っ
た
名
目
貸
付
も
見
え
る
。
こ
ち
ら
は
〔
九

九
〕
の
「
御
当
借
口
々
金
」
と
と
も
に
、
元
金
の
年
賦
返
済
に
利
息
の
支
払
い
を
加

え
た
金
高
に
な
っ
て
い
る
。〔
Ｃ
〕
か
ら
は
、
仙
石
氏
祗
が
財
政
難
を
凌
ぐ
た
め
に
多

種
多
様
な
貸
付
金
を
利
用
し
、
借
財
が
嵩
ん
で
い
る
よ
う
す
が
窺
わ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

旗
本
仙
石
氏
祗
家
の
天
保
一
五
年
歳
出
予
算
の
状
況
を
概
観
し
た
が
、〔
Ｄ
〕
の
三

口
総
計
金
二
〇
一
二
両
一
分
余
り
か
ら
各
部
の
割
合
を
求
め
る
と
、〔
Ａ
〕
の
定
火
消

入
用
高
は
予
算
全
体
の
三
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、〔
Ｂ
〕
の
暮
し
方
入
用
高
は
五
一
・

〇
パ
ー
セ
ン
ト
、〔
Ｃ
〕
の
貸
付
金
上
納
高
は
一
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
歳
入
に
つ
い
て
は
、
四
七
〇
〇
石
の
知
行
所
か
ら
上
が
る
年
貢
と
、
定

火
消
役
の
役
料
三
〇
〇
人
扶
持
が
あ
り
、
新
た
な
貸
付
金
の
借
り
入
れ
や
知
行
所
で

の
郷
（
村
）
借
に
よ
る
送
金
分
な
ど
に
つ
い
て
は
未
知
数
で
あ
る
。
年
貢
率
を
四
公

六
民
、
一
石
＝
一
両
で
単
純
計
算
す
る
と
、
年
貢
と
役
料
の
合
計
は
二
四
二
〇
両
と

な
る
。
歳
入
か
ら
歳
出
を
引
く
と
、
数
字
の
上
で
は
黒
字
に
な
る
が
、
実
際
は
そ
れ

ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
ま
ず
、
こ
の
史
料
は
江
戸
の
賄
い
予
算
で
あ
り
、
知
行
所
で



五
八

算
の
み
で
、
知
行
所
分
は
不
明
で
あ
り
、
歳
入
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
史
料
が
な
い
。

新
史
料
の
発
見
が
切
に
俟
た
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
文
書
一
点
か
ら
で

も
、
旗
本
の
家
政
・
財
政
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
情
報
量
は
多
い
。
と
く
に
〔
Ａ
〕
定

火
消
入
用
高
か
ら
は
、
当
時
の
定
火
消
の
在
り
方
や
組
織
構
成
の
一
端
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
緊
縮
財
政
中
で
あ
っ
て
も
、
配
下
や
家
中
の
人
々
へ
の
褒
美
金

や
盆
暮
の
贈
り
物
、
手
筋
へ
の
付
届
け
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
御
用
勤
め
の

上
下
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
旗
本
家
の
主
従
関
係
に
お
い
て
、
当
主
で
あ
る
仙
石
氏

祗
の
体
面
・
立
場
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注①　

津
田
秀
夫
文
庫
古
文
書　

三
八
―
一
。

②　

池
上
彰
彦
「
江
戸
火
消
制
度
の
成
立
と
展
開
」
第
一
・
二
章
（
西
山
松
之
助
編
『
江

戸
町
人
の
研
究　

第
五
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
と
、
岩
淵
令
治
「
江
戸
消

防
体
制
の
構
造
」『
関
東
近
世
史
研
究
』
五
八
（
二
〇
〇
五
年
）
を
お
も
に
参
照
。

③　

鈴
木
寿
『
近
世
知
行
制
の
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
七
一
年
、
二
〇
二
～
一

二
頁
に
よ
る
と
、
近
世
後
期
、
寛
政
年
間
の
複
数
の
旗
本
武
鑑
に
基
く
統
計
で
は
、
旗

本
の
総
数
は
お
よ
そ
五
二
〇
〇
人
で
あ
っ
た
。
知
行
取
（
ほ
ぼ
一
〇
〇
石
以
上
）
が
約

二
二
五
〇
人
、
切
米
取
（
ほ
ぼ
五
〇
〇
俵
以
下
）
が
約
二
八
五
〇
人
で
、
他
に
現
米
取
・

扶
持
取
が
一
〇
〇
人
ほ
ど
い
た
。
知
方
取
の
う
ち
三
〇
〇
〇
石
以
上
は
二
五
〇
人
弱
（
四

〇
〇
〇
石
以
上
に
な
る
と
一
五
〇
人
弱
）
で
あ
る
。
三
〇
〇
〇
石
以
上
の
旗
本
の
家
格

は
寄
合
で
あ
り
、
若
年
寄
支
配
を
受
け
、
定
火
消
役
は
こ
の
内
か
ら
選
ば
れ
た
。

④　

深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編
『
江
戸
幕
府
役
職
武
鑑
編
年
集
成　

第
二
七
巻
』
東
洋

書
林
、
一
九
九
六
年
。

の
摂
津
国
三
か
村
と
河
内
国
四
か
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
近
接
し
て
お
り
、
し

か
も
両
地
域
は
淀
川
・
旧
大
和
川
水
系
で
繋
が
っ
て
い
る
。
仙
石
久
邦
（
久
俊
）
の

伏
見
奉
行
在
任
中
は
、
用
人
が
淀
川
を
下
っ
て
直
接
支
配
に
出
向
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
後
は
政
勝
流
仙
石
家
同
様
、
在
地
で
代
官
を
登
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

畿
内
・
近
国
で
は
、
在
地
代
官
の
一
般
化
と
と
も
に
、
年
貢
米
を
知
行
所
村
々
に

下
げ
渡
し
て
運
用
を
委
ね
る
代
わ
り
に
、
江
戸
へ
は
毎
月
規
定
額
を
送
金
し
、
か
つ

余
剰
米
を
郷
（
村
）
借
の
返
済
に
当
て
る
「
物
成
引
請
体
制
」
が
広
く
行
わ
れ
た㊴
。

そ
の
場
合
、
代
官
の
俸
禄
・
役
料
を
は
じ
め
支
配
に
か
か
る
諸
費
用
は
、
江
戸
賄
い

方
と
は
別
会
計
と
な
り
、
知
行
所
で
の
年
貢
収
納
の
お
り
に
必
要
経
費
と
し
て
差
引

勘
定
さ
れ
る
た
め
、
本
史
料
に
は
反
映
さ
れ
な
い
。
た
だ
、〔
Ｂ
〕
に
定
飛
脚
賃
と
し

て
金
一
両
二
分
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
〔
六
六
〕、
江
戸
・
大
坂
間
の
通
信
に

使
わ
れ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
も
っ
と
も
、
大
坂
市
中
の
町
人
に
委
託
し
て
御
用

場
を
設
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
摂
河
知
行
所
と
の
直
接
の
連
絡
用
と
は
断

定
で
き
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
、
琵
琶
湖
の
北
東
に
位
置
す
る
近
江
国
浅
井
郡
の
知
行
所
は
、
久
邦
（
久

俊
）
の
後
、
次
男
の
久
尚
が
分
家
し
た
際
に
一
〇
〇
〇
石
を
分
与
し
た
た
め
、
氏
祗

家
は
四
か
村
七
〇
〇
石
（『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
に
よ
る
）
の
知
行
に
止
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
三
か
村
は
相
給
で
あ
り
、
久
尚
流
仙
石
家
と
の
二
給
村
も
含
ま
れ
る
。
こ

の
地
域
で
も
在
地
代
官
を
登
用
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
兼
帯
に
よ
っ
て
近
い
親
戚
関
係

に
あ
る
仙
石
二
家
分
を
支
配
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る㊵
。
さ
ら
に
、
上
総
国
武
射
郡

の
知
行
所
二
か
村
も
、
な
ん
ら
か
の
中
間
支
配
機
構
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る㊶
。

　

仙
石
氏
祗
家
の
家
臣
団
や
知
行
所
支
配
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
推
測
の

域
を
出
な
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
も
本
史
料
は
天
保
一
五
年
の
江
戸
賄
い
の
歳
出
予



五
九

上
申
」、
お
よ
び
同
書
の
附
録
中
、
小
林
信
也
「
江
戸
の
火
消
と
銭
さ
し
」
参
照
。

⑰　

越
前
屋
勘
兵
衛
と
部
屋
頭
と
の
関
係
は
、
⑯
史
料
に
見
え
る
。
ま
た
、
香
川
県
琴
平

町
の
金
刀
比
羅
宮
境
外
の
並
灯
籠
の
中
に
、「
江
戸
小
日
向
東
古
川
町
越
前
屋
勘
兵
衛
・

定
御
火
消
十
ケ
所
部
屋
頭
中
」
が
寄
進
し
た
石
灯
籠
一
対
が
残
る
。
越
前
屋
勘
兵
衛
が

一
〇
組
全
体
の
人
足
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
（
日
本

観
光
文
化
研
究
所
編
『
金
毘
羅
庶
民
信
仰
資
料
集　

第
三
巻
』
金
刀
比
羅
宮
社
務
所
、

一
九
八
四
年
、
二
九
六
頁
）。

⑱　

⑮
史
料
中
に
見
え
る
語
句
で
、
詳
細
は
不
明
。「
火
口
え
掛
り
候
も
の
何
人
、
水
之
手

え
掛
り
候
も
の
何
人
」
な
ど
と
手
分
け
し
て
い
た
と
い
う
。

⑲　

東
京
消
防
庁
監
修
・
藤
口
透
吾
『
江
戸
火
消
年
代
記
』
創
思
社
、
一
九
六
二
年
、
九

一
頁
に
見
え
る
役
割
分
担
の
記
述
が
元
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
東
京
連
合
防
火
協
会

編
『
江
戸
三
火
消
図
鑑
：
町
火
消
・
定
火
消
・
大
名
火
消
の
し
る
し
』
岩
崎
美
術
社
、

一
九
八
八
年
、
一
九
〇
頁
で
は
、
そ
れ
を
補
訂
し
て
「
定
火
消
の
構
成
」
と
し
て
図
示

し
て
お
り
、
以
後
同
様
の
図
、
同
内
容
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

⑳　

⑯
史
料
中
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
九
月
の
「
火
消
役
一
統
糺
之
上
取
締
」
を
保

証
し
た
者
と
し
て
、「
私
（
越
前
屋
勘
兵
衛
）
始
加
判
人
、
下
請
人
、
部
屋
頭
」
が
見
え

（『
東
京
市
史
稿�

産
業
篇　

第
四
八
』
五
八
〇
頁
）、
同
一
一
年
一
二
月
の
越
前
屋
勘
兵

衛
の
「
銭
指
売
引
受
願
」
に
賛
同
す
る
者
に
も
、「
加
判
人
、
下
請
人
、
其
外
部
屋
頭
之

内
ニ
て
両
三
人
」
が
い
る
（
同
五
八
五
頁
）。
部
屋
頭
の
上
に
位
置
す
る
下
請
人
が
、
請

負
人
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
定
火
消
各
組
に
一
名
ず
つ
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

㉑　

常
に
同
心
二
名
が
見
張
り
に
立
ち
、
火
事
を
発
見
す
る
と
遠
近
に
よ
っ
て
太
鼓
と
半

鐘
で
知
ら
せ
た
（
黒
木
喬
『
江
戸
の
火
事
』
同
成
社
、
一
九
九
九
年
、
四
八
頁
）。

㉒　
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
に
よ
る
と
、
維
新
期
に
は
旧
領
主
名
「
仙
石
右
近
」「
仙
石
因

幡
守
」「
仙
石
松
渓
」
と
し
て
現
れ
、
知
行
高
は
合
計
五
六
一
四
石
に
及
ん
で
い
た
。
た

だ
し
、
相
給
で
あ
っ
た
河
内
国
二
か
村
が
単
独
支
配
に
な
っ
て
お
り
、
疑
問
が
残
る
。

⑤　
『
柳
營
補
任　

二
』（
大
日
本
近
世
史
料
）
一
一
七
・
三
一
四
頁
。
日
付
は
『
柳
營
日

次
記
』（
内
閣
文
庫
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）・『
続
徳
川
実
紀
』
と
合
致
。

⑥　
『
柳
營
補
任　

二
』
二
六
〇
頁
に
、
仙
石
久
徳
は
文
政
八
年
八
月
二
〇
日
、
中
奥
小
姓

在
任
中
に
死
去
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
享
年
（
数
え
年
）
は
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第

五
』
三
二
四
頁
、
将
軍
家
斉
へ
の
初
御
目
見
え
時
の
年
齢
か
ら
計
算
し
た
。

⑦　

史
籍
研
究
会
編
『
諸
向
地
面
取
調
書
（
一
）』（
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

一
四
）

汲
古
書
院
、
一
九
八
二
年
、
二
八
〇
～
八
一
頁
。

⑧　

東
京
都
編
『
東
京
市
史
稿�
市
街
篇　

第
四
二
』
東
京
都
、
一
九
五
五
年
、
四
二
八

頁
。

⑨　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
五
』
三
二
二
頁
、
仙
石
久
隆
・
久
邦
・
久
信
の
項
。

⑩　

同
右
、
三
二
三
頁
、
お
よ
び
『
江
戸
幕
府
役
職
武
鑑
編
年
集
成
』
に
よ
る
。

⑪　

池
上
彰
彦
「
江
戸
火
消
制
度
の
成
立
と
展
開
」
第
三
章
第
一
節
。

⑫　

同
右
、
第
三
章
第
一
～
三
節
で
は
、
町
火
消
と
武
家
火
消
の
消
長
を
対
立
的
に
捉
え
、

定
火
消
の
出
動
が
外
曲
輪
内
に
限
ら
れ
た
の
は
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
か
ら
と
い

う
（
一
〇
二
頁
）。
岩
淵
令
治
「
江
戸
消
防
体
制
の
構
造
」
で
は
、
都
市
空
間
に
視
点
を

置
き
、
定
火
消
の
出
動
範
囲
の
縮
小
は
機
能
低
下
へ
の
対
策
で
は
な
い
と
す
る
。

⑬　

褒
美
の
下
賜
は
天
保
一
五
年
一
〇
月
二
三
日
と
嘉
永
五
年
一
一
月
二
九
日
。『
柳
営
日

次
記
』
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
火
災
当
時
の
定
火
消
一
〇
名
全
員
が
同
じ
物
を
頂
戴
し

て
い
る
。
下
賜
品
の
羅
紗
は
火
事
羽
織
用
で
あ
ろ
う
。

⑭　

松
平
太
郎
『
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』（
再
復
刻
版
）
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
三

年
、
四
四
四
頁
。

⑮　

高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
天
明
集
成
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
、
七
二

四
頁
（
二
五
三
九
番
）。

⑯　

東
京
都
編
『
東
京
市
史
稿�

産
業
篇　

第
四
八
』
東
京
都
、
二
〇
〇
七
年
、
五
六
九
～

八
六
頁
の
文
化
一
一
年
一
二
月
一
四
日
「
役
場
中
間
取
締
銭
指
売
引
受
願
ニ
付
町
奉
行



六
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㉝　

石
井
良
助
・
服
藤
弘
司
編
『
幕
末
御
触
書
集
成　

第
四
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三

年
、
三
五
八
～
五
九
頁
（
三
九
六
一
番
）。

㉞　

同
右
、
三
六
四
～
六
五
頁
（
三
九
七
一
番
）。

㉟��

小
林
庄
次
郎
「
増
上
寺
と
其
金
貸
業
」
日
本
歴
史
地
理
学
会
編
『
歴
史
地
理
』
一
二

巻
三
号
、
三
省
堂
書
店
、
一
九
〇
八
年
。

㊱　

山
澄
元
『
近
世
村
落
の
歴
史
地
理
』
柳
原
書
店
、
一
九
八
二
年
、
八
三
頁
、
表
四
―

三
の
数
値
（「
摂
泉
河
和
一
村
別
旧
領
主
并
石
高
調
」
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
）
に
基
く
。

㊲　

熊
谷
光
子
『
畿
内
・
近
国
の
旗
本
知
行
と
在
地
代
官
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
三
年
、

第
一
章
。

㊳　

鈴
木
寿
『
近
世
知
行
制
の
研
究
』
二
六
四
～
六
五
頁
。

㊴　

熊
谷
光
子
『
畿
内
・
近
国
の
旗
本
知
行
と
在
地
代
官
』
第
一
・
二
章
。

㊵　

一
例
と
し
て
、
河
内
国
古
市
郡
碓
井
村
は
、
下
館
藩
石
川
家
と
分
家
の
旗
本
石
川
家

の
二
給
村
で
あ
っ
た
が
、
本
家
方
の
庄
屋
・
大
庄
屋
を
代
々
勤
め
た
松
倉
家
は
、
安
永

五
年
（
一
七
七
六
）
か
ら
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
ま
で
両
家
の
兼
帯
代
官
に
な
っ
た

（
同
右
、
第
二
章
）。

㊶　

仙
石
氏
祗
と
同
様
、
関
東
と
上
方
に
分
散
知
行
所
を
持
つ
旗
本
石
河
氏
は
、
知
行
所

の
中
核
と
な
る
下
総
国
香
取
郡
八
か
村
（
約
一
七
〇
〇
石
）
の
支
配
に
あ
た
り
、
在
地

有
力
者
に
士
分
を
与
え
て
「
郷
代
」
と
し
、
江
戸
屋
敷
の
出
先
機
関
と
し
て
村
方
支
配

全
般
を
代
行
さ
せ
た
。「
郷
代
」
は
や
が
て
勝
手
賄
役
と
し
て
石
河
氏
の
財
政
を
も
司
る

よ
う
に
な
る
（
川
村
優
『
旗
本
知
行
所
の
支
配
構
造
』）。

【
付
記
】

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
関
西
大
学
文
学
部
教
授
の
小
倉
宗
先
生
に
、
多
大
な
ご
教
示
を

賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

㉓　

幕
府
の
軍
役
令
は
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）・
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）・
慶
安

二
年
（
一
六
四
九
）
の
三
種
と
さ
れ
て
い
た
（
新
見
吉
治
『
旗
本
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
六
七
年
、
第
五
）。
こ
の
内
、
知
行
高
別
の
総
人
数
を
詳
細
に
記
す
慶
安
軍
役
令
は
、

根
岸
茂
夫
氏
に
よ
っ
て
、
北
条
流
軍
学
者
が
作
成
し
、
慶
安
期
に
将
軍
家
光
に
献
上
し

た
軍
役
人
数
積
書
が
、
幕
末
に
幕
府
法
令
と
誤
認
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
（
根

岸
『
近
世
武
家
社
会
の
形
成
と
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
一
章
第
二
節
）。

幕
末
の
軍
制
改
革
ま
で
維
持
さ
れ
た
の
は
、
寛
永
軍
役
令
で
あ
っ
た
と
い
う
。

㉔　

鈴
木
寿
『
近
世
知
行
制
の
研
究
』
二
五
三
～
八
六
頁
。

㉕　

川
村
優
『
旗
本
知
行
所
の
支
配
構
造
―
旗
本
石
河
氏
の
知
行
所
支
配
と
家
政
改
革

―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
二
二
二
～
二
五
お
よ
び
三
二
三
～
二
五
頁
。
な

お
、
寛
政
一
〇
年
時
で
、「
表
」
一
六
人
の
下
に
は
中
間
一
六
人
、
他
に
小
使
二
人
・
舂

屋
一
人
、「
奥
」
の
女
中
ら
が
一
五
人
い
た
と
い
う
。

㉖　

野
本
禎
司
『
近
世
旗
本
領
主
支
配
と
家
臣
団
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
、
三
一

四
～
一
五
頁
の
表
「
近
世
後
期
以
降
の
旗
本
家
臣
団
構
成
」
で
は
、
知
行
高
の
多
寡
に

拘
わ
ら
ず
、
各
旗
本
家
の
家
臣
団
人
数
は
、
徒
士
・
足
軽
・
中
間
を
含
め
て
も
か
な
り

少
な
い
。
家
臣
団
に
対
す
る
意
識
が
変
化
し
、
形
骸
化
し
て
い
る
さ
ま
が
窺
わ
れ
る
。

㉗　

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
昇
栄
武
鑑
』
嘉
永
六
年
、
一
一
五
丁
（https://kotenseki.

nijl.ac.jp/biblio/200019661/view
er/122　

二
〇
二
一
年
八
月
八
日
閲
覧
）。
安
政

三
年
（
一
八
五
六
）・
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
同
館
蔵
『
昇
栄
武
鑑
』
で
も
同
様
。

㉘　

鈴
木
寿
『
近
世
知
行
制
の
研
究
』
二
六
〇
頁
。

㉙　

竹
内
誠
「
幕
府
経
済
の
変
貌
と
金
融
政
策
の
展
開
」
古
島
敏
雄
編
『
日
本
経
済
史
大

系
四　

近
世
下
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
、
一
八
二
頁
。

㉚　

同
右
、
二
〇
八
～
〇
九
頁
。

㉛　

同
右
、
二
一
五
～
一
六
頁
。

㉜　

秋
本
典
夫
『
近
世
日
光
山
史
の
研
究
』
名
著
出
版
、
一
九
八
二
年
、
第
一
・
二
章
。




